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ベトナム共産党地方組織の指導力

ーベトナムにおける行政単位の変遷を通して一

五島文雄＊

はじめに

ベトナムが独立宣言をした1945年9月2日以降、ベトナムの行政単位 (DonVi 

Hanh Chinh)は今日に至るまでどのような要因によって、どのように変遷してきた

のであろうか。本稿の目的は、この変遷を明らかにしつつ、ベトナム共産党地方組

織がどの程度、また、どのように指導力を発揮してきたのかを考察することにある。

ここでは、まず、なぜ行政単位の変遷を考察することが、ベトナム共産党地方組織の

指導力を考察することになるのかを説明し、本論に入ることとする。

ベトナム社会主義共和国の現行憲法は、全ての権力が人民に属すると明記した上

で、人民は自らが選出する国会及び人民評議会を通じて国家権力を行使すると規定

している。従って、国会と人民評議会はベトナムの国民にとってその政治的意思を

反映させる上できわめて重要な国家機関である。

国会は、日本と同様、「国」レベルの議会である。これに対し、人民評議会は、日本

で言えば、県議会、市議会、村議会のような「地方」レベルの議会である。人民評議会

は憲法で設置すべき場所が決められている。これまでベトナムで制定された憲法

の下では、 1946年憲法の時代を除いて、地方の行政単位には全て人民評議会を設置

するとされてきた。また、自治区を設立していた時代を除き、 3つのレベルに人民

評議会が設置されてきた。日本で言えば都道府県レベル、郡・地方都市レベル、村・

町レベルの 3つのレベルであるが、本稿ではそれぞれに相応するレベルを省(Tinh)

レベル、県(Huyen)レベル、社(Xa)レベルと呼んでいる。
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もっとも、ここで注意しなければならないのは、日本の場合とは違いペトナムの

人民評議会はそれぞれのレベルの独立性が弱いことである。例えば、村・町レペル

の人民評議会が上級の郡・地方都市レベルの指示（法律でない点が重要）に抵触す

る決議などはできない。この点では地方自治の概念がないといってもよいであろ

う。これは1946年憲法以来今日まで一貫している。ベトナム初の社会主義憲法で

ある1960年憲法からは、このような上下関係を有する形で人民評議会を組織するこ

とを、人民評議会を「民主集中の原則」に従って組織すると表現している。

人民評議会の代表（代議員）の選出は確認できる範囲では61年に制定された人民

評議会代表選挙法以来、普通、平等、直接、秘密投票の原則に従って行なわれている。

しかし、選挙法には、当選者が実質的に共産党員、あるいは共産党の支持者で多数を

占めることができるように、立候補段階で立候補者を選別できるような規定が盛り

込まれている。

従って、末端の行政単位である「社」が増えるということは、同時に上述のような

代表で占められた人民評議会が設立されるということであり、共産党地方組織の支

持基盤や指導力が強化されたことを意味すると言ってよい。人民評議会と同様、民

主集中の原則に従って組織されているベトナム共産党の指導部にとって、社レベル

の人民評議会とは、国民に最も近いところで民意を反映すべき重要な民選機関であ

ると同時に、自らが主導して策定した路線・政策を周知徹底し、それを地方の実情

に合わせて実行するための正当性を付与すべき地方の国家権力機関なのである。

筆者がこのような方法によってベトナム共産党の地方組織の指導力を検討しよ

うを思ったのは、かつて、ベトナム戦争直後の南ベトナムにおける党員数・党組織

が北ベトナムに比べて非常に少ないことを指摘した論文を執筆したことがあり＼

その後の動向を確認したいと思ったからである。そして、その確認にあたって、ベ

トナム共産党の地方レベルにおける指導力、とりわけその地方組織の指導力を計る

のであれば、党員数・党組織数の変動を見るよりは、人民評議会の数の変動を検討

したほうがより直接的で有効ではないかと思ったからである。しかも、この方法で

あれば地方格差や変動の様子も容易に分かるのではないかと思ったからである 2.

従来、このような方法で共産党の指導力を見る方法がなかったわけではない。ベ

トナムについても、第1次インドシナ戦争やベトナム戦争中にいわゆる解放区でい
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くつの社で人民評議会が設立されたかを論じたものは数多くある。ベトナム自身

が人民評議会（またはそれに準じる組織）の設置数の拡大をもって自らの正当性と

指導力を誇示したこともある。しかし、統一後のベトナム全体を対象にしたこのよ

うな研究は筆者の知る限りない。本稿に意義があるとすれば、このような方法論を

統一後（北ベトナムについては60年以降）のベトナムに適用したことであろう。

もっとも、本稿で行政単位の変遷と共産党地方組織の指導力の関係を論じるのは

社レベルだけではない。県レベルや省レベルも考察の対象である。県・省レベル

の行政単位（つまり、人民評議会）が増えるということは、すでに述ぺた人民評議会

の組織原則から推察すれば、論理的には社・県レベルをきめ細かく指導、監督できる

基盤ができたということであり、党地方組織が一層堅固なものになったことを意味

していると言ってよいであろう。しかし、県レベルと省レベルの行政単位の変遷を

みると、その単位数が減少する時期もある。このような場合には、党地方組織の指

導力低下と単純に言えないので注意を要する。党中央が決定する経済政策上の位

置付けの変化（例えば、計画単位と見なすか否か）や行政改革（たとえば国家機構の

簡素化）との関連なども考慮しなければならない。つまり、「民主集中の原則」の「集

中」を中心に考慮すれば、党中央組織の政策に対する党地方組織の対応としての変

化もあるからである。本稿ではこの点については従来の研究成果を踏まえて、県レ

ベルと省レベルの行政単位の変遷に影響を与えた、あるいは与えても不思議ではな

かった政策（要因）を紹介しつつ、実際にどのように変化したかを確認していきた

い。このような検討作業を通じて、当該地方の所轄事項に関する党地方組織の党中

央に対する影響力なども考えてみたい。もとより、このような小論においてはそれ

ぞれの政策効果についての緻密な考察は不可能であるし、筆者自身の力量不足もあ

るので、本稿では筆者の推論も交えつつ暫定的な評価をして、明らかにできなかっ

たことは今後の研究課題として明示した。

最後に、本稿の叙述に関連して最初に断っておきたい点がある。本稿での考察対

象期間は、上述したようにベトナム社会主義共和国（当時はベトナム民主共和国）が

独立を宣言した時から現在までを対象にしている。そのため、県レベルや社レペル

についての空白部分が多くなっている。にもかかわらず、あえてこのように対象期

間を長くしているのは、これまでの研究では省レベルの行政単位でさえその変容過
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程が簡単に分かる資料がなかったからである。本論において叙述していることを

あえて表を多用してまとめているのはこのような事情による。

さて、本稿の構成であるが、章立てはこれまでベトナムで制定された憲法に合わ

せて3章立てとしている。行政単位に関しては憲法が定めているからである。第1

章が46年憲法、第2章が60年憲法、第3章が80年憲法と92年憲法の時代である。第3章

では80年憲法と92年憲法の行政区分が酷似しているので、同じ 3章にまとめてい

る。それぞれの章では第1章で第1次インドシナ戦争、第2章ではベトナム戦争、第3

章では「カンボジア問題」を基準にその終了または解決前後でさらに時代区分をし

ており、ペトナムが分断されていた時代には、南北を別々に考察している。

第 1章 46年憲法と行政単位の変遷

第1節第一次インドシナ戦争終結まで

周知のように、ベトナムは45年の独立宣言後、46年には総選挙を実施して国会開

催にまで至ったものの、50年1月に中華人民共和国に承認されるまでは、国際的な

認知を受けられない国家であった。46年12月には、ベトナムの再植民地化を意図す

るフランスとの間で第一次インドシナ戦争が始まり、ベトナムの国家・政府機関は

首都ハノイを離れて抗戦を強いられた。このような状況の中で行政単位はどのよ

うな変遷を遂げたのであろうか。本節ではこの点を明らかにしていきたい。

ペトナムでは1945年9月2日にベトナム民主共和国の独立を宣言して間もない

ll月22日、ホーチミン国家主席が各級人民評議会および各級行政委員会の組織、権

限、仕事の方法に関する政令SL63号に署名した。その政令によれば、地方レベルの

権力機関として2つの機関、すなわち、国民を代表し、普通投票によって選出される

「人民評議会」 (HoiDong Nhan Dan)、および国民の代表であると共に政府の代理で

もある、人民評議会によって選出される「行政委員会」(UyBan Hanh Chinh)を設置す

る、とある。この政令が出された後、北部(BaeBo)では227の県と市社のうち128の

県と市社で正式に行政委員会が選出され、中部(TrungBo)では直接抗戦していた省

を除き、全ての省で正式に人民評議会と行政委員会が選出された3。また、南部(Nam

Bo)では早くから戦闘が勃発していたために、正式には人民評議会と行政委員会の

選出には至らず、各地の臨時行政委員会（後に臨時抗戦委員会）の下で行政活動が展
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開された。さらに政府は12月21日には、中央政府直属都市あるいは折(Ky)、ならび

に祈(Ky)あるいは省(Tinh)に属する市社(ThiXa)の設立に関する政令SL77号を出

した4。こうして、徐々に行政単位の体系が整え始められていき、その後46年憲法

が公布された。

46年憲法(1946年11月9日公布）は、第5章「人民評議会および行政委員会」の第95

条で「ベトナムの行政単位は、中部・南部・北部の3部に分ち、各部を若干の省に分

ち、各省を若干の県に分ち、各県を若干の社に分つ」とし、第96条で「省、都市、市鎮お

よび社には普通かつ直接の方式によって選出した人民評議会を設ける。省、都市、

市鎮、社の人民は人民評議会を選出し、行政委員会は部・省・県にのみ設けられる。

部行政委員会は各省および各都市所属の人民評議会により選出され、県行政委員会

は各社所属の人民評議会により選出される」と規定している凡

この条文によって、全国を北部、中部、南部の3つに分け、その各部の下に省を置

き、さらに省の下に県を置き、また、さらにその県の下に社をおくという、地方レベ

ルが4階層構造であること、そして、「人民評議会」については、部レベルではそれを

設けないこと、「行政委員会」については末端の社レベルには設けないこと、などが

分かる。また、「行政委員会」の選出方法については、行政単位の各階層によって異

なることが分かる。すなわち、県のレベルでは社レベルの人民評議会が、省レベル

では同じ省レベルの人民評議会が、そして部レベルでは省レベルの人民評議会が選

出することが分かる。

しかし、46年憲法の公布直後から、現実には「部」と「省」の間に憲法では触れられ

ていなかった「区」 (Khu)という行政単位が重要な役割を果たすことになった。そ

れを端的に示しているのが、46年11月、全国を12の行政区・軍区に分け、それぞれの

区に行政に責任を負う区抗戦委員会を設け、区長(KhuTruong)が軍事にも責任を負

うとしたことである％この決定は、まさに、第1次インドシナ戦争が勃発(46年12

月19日）しようとしていた直前の時期のものであるが、実質的には軍事に対する責

任者が行政にも責任を持つと言うことであろう。すでにフランスとの武力衝突が

始まっていた当時の状況をよく反映している。 l2の行政区・軍区とは以下の通り

である 70
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第 I区： CaoBang, Bae Can, Thai Nguyen, Phuc Yen 

第2区： SonTay,Ha Dong, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Son La, Lai Chau 

第3区： HaiPhong, Kien An, Thai Binh, Hung Yen, Hai Duong 

第4区： ThanhHoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien 

第5区： QuangNam, Quang Ngai, Binh Dinh, Cong Tum, Gia Lai 

第6区： PhuYen, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan, Dae Lac, Lam Vien, Dong Nai 

Thuong 

第7区： BaRia, Bien Hoa, Thu Dau Mot, Tay Ninh, Gia Dinh.Cho Lon,Sai Gon 

第8区： TanAn, Go Cong, My Tho, Sa Dec, Vinh Long, Tra Vinh, Ben Tre 

第9区： ChauDoc, Long Xuyen, Ha Tien, Can Tho, Soc Trang, Bae Lieu, Rach Gia 

第IO区： LaiCai, Ha Giang, Yen Bai, Phu Tho, Tuyen Quang, Vinh Yen 

第II区： HaNoi

第l2区： LangSon, Bae Giang,Bac Ninh, Hai Ninh, Hon Gai, Quang Yen 

上記の区分では、「区」の下に69の地名が挙げられている。殆どが省レベル（省お

よび省と同等の扱いとされる都市）の行政単位の地名と思われる 80

この12行政区・軍区は、その後、47年7月には一部再編され、第2区の SonLa, Lai 

Chauと同じく第2区のHoaBinhの一部（マンダイ地区）が第14区として第2区か

ら分離した％

戦争の勃発から約IOヶ月を経て、軍と行政との関係はさらに緊密化していく。そ

れを示すのが、 1947年IO月1日に出された政令SL-91号である。この政令は省レベ

ルから社レベルまでの抗戦委員会と行政委員会を統合して「抗戦兼行政委員会(Uy

ban khang chien kiem hanh chinh)」を設立すること並びに同委員会の構成員と各級

委員会間の実務関係について規定したものであるが1尺制度上も地方の末端の行政

機構にまで抗戦の指導者が中心となって大きな影響力を持つようになったことを

示していると言えよう。さらに、政府は1947年秋のベトバックにおける闘いに勝利

した後、 1948年1月25日には次のような政令 SLI20号を出している。この政令は

「戦争の指導を強化するため」に出されたものであったが、これにより、当初の12か

らそれまでに15へと増えていた行政区・軍区を、 6つの連区(LienKhu)に再編する

ことになった。結果、北部の7つの区は、第1連区、第IO連区、第3連区の3つの連
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区に、中部の4つの区は第4連区、第5連区の2つの区に、南部の第7区、 8区、 9区

とサイゴン・チョロン(SaiGon-Cho Lon)特別区は一つの連区に、再編された＂。そ

して、49年11月4日には、 18歳から45歳の男子公民に対する軍事義務を規定した政

令を出すと共に、第1連区と第10連区を統合して越北連区(LienKhu Viet Bae)を設

け、同連区の行政抗戦委員会を設立した12。さらに、52年末にタイバックでの闘いに

勝利した後、政府は53年1月28日に政令SL134号を出し、LaoCai, Yen Bai, Son La, Lai 

Chauの各省からなる西北区(KhuTay-Bae)を設立した130

加えて、53年2月以降にさらに行政単位が再編された可能性もあるあることを指

摘しておきたい。 1955年3月20-26日に開催された第1期第4次国会の内容を記録

した資料には、国会代表の名簿が掲載されている。この国会代表の紹介部分をみる

と北部(BaeBo)は西北一越北区(KhuTay Bae -Viet Bae)、ハノイ区(KhuHaNoi)、第

3連区(LienKhu Ba)、左岸区(KhuTa Ngan)に、中部(TrungBo)は、第4連区(Lien

Khu Bon)、第5連区(LienKhu Nam)に、南部(NamBo)は東部分連区(PhanLien Khu 

Mien Dong)西部分連区(PhanLien Khu Mien Tay)に，合計で8つの区及び連区に分

けられている。西北一越北区にはQuangYi皿 LaiChau, Vinh Yen, Bae Ninh, Hai Ninh, 

Bae Giang, Phu Tho、CaoBang, Bae Can, Thai Nguyen, Son La, Vinh Phuc, Ha Giang, 

Tuyen Quang,Lang Sonから選出された代表が紹介され、以下、ハノイ区にはHaNoi

の代表が、第3連区にはNamDinh, Ha Dong、HoaBinh,Ha Nam, Ninh Binh,Son Tayの

代表が、左岸区にはKienAn, Hai Duong, Hung Yen, Hai Phong, Thai Binhの代表が、

第4連区にはThuaThien, Ha Tinh、NgheAn, Vinh Ben Thuy, Quang Binh, Thanh Hoa, 

Thuan Hoa, Quang Tri, Vinhの代表が、第5連区にはBjnhDinh、KhanhHoa, Quang 

Nam, Quang Ngai, Da Nang, Pleiku, Daklak, Phu Yen, Binh Thuan, Phan Rangの代表が，

東部分連区には MyTho,Go Cong、ChoLon, Sa Dec, Tan An, Ba Ria, Gia Dinh,Sai Gon-

Cho Lon, Ben Treの代表が、西部分連区にはBenTre, Soc Trang, Can Tho, Long Xuyen, 

Ha Tien, Tra Vinh, Rach Gia, Chau Doc, Vinh Long,Bac Lieuの代表が紹介されている凡

ここでは2つの点に注目したい。第一点目は、国会代表選挙が実施されたのは

1946年1月6日であり、上述した12の行政区・軍区が定められる 1月22日よりも前

であるから、選挙時点では連区を含む上記の8つの区分は存在しなかったはずであ

る。従って、この8区からなる区分は55年3月時点の行政区分であろうこと、第二
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点目は、具体的な地名を挙げてそこから選出された国会代表であると述べている部

分で紹介されている地名も、選挙当時の地名である可能性は完全否定できないもの

の、少なくとも55年3月当時に存在した省の名前ではないかと推測できること、で

ある。もし、このような推測が正しければ、軍事的な要請から連区自体を再編した

過去の経験などから考えて、48年から戦争が終結する54年7月までに6つの連区・

区から 8つの連区・区に区分されるようになっていた可能性が高い。また、同じ時

期に、 12区の時代にはその下位区分としては地名が挙げられていなかった Vinh

Phuc, Vinh Ben Thuy, Thuan Hoa, Vinh, Da Nang, Pleiku, Phan Rangが省レベルの行政

単位となった可能性も高いと言える。

以上のように、第一次インドシナ戦争期には戦争が行政そのものを軍事と一体化

させざる得なかったため、行政単位は、概ね、軍事情勢に左右されつつ再編されてき

た。

この時期においては46年憲法に定められている行政単位の変遷としては主に省

レベルまでの考察しかできなかったが、その変遷を46年の12区時代から55年3月時

点（実際には、上述のように第一次インドシナ戦争終結までに変化は生じていたと

考えているわけだが）までを対象に表にまとめると次ページの表1のようになると

思われる。

尚、ベトナムが1954年5月のディエンビエンフーの闘いに勝利した時点でも、そ

の支配地域は全土の4分の3に満たなかったようである＂。

第2節第一次インドシナ戦争後

では、第一次インドシナ戦争後、60年憲法が公布されるまでの間に、ベトナムの行

政単位はどのように再編されていったのであろうか。54年から60年までの間は、54

年のジュネーブ協定締結によってベトナムが事実上分断されていた時期である。

ベトナムの二段階革命論の観点から述べれば、54年という時点は、第一段階であ

る「民族民主主義革命」のうち、「民族革命」を北ベトナムで成し遂げた段階で、南ベ

トナムでは依然として「民族革命」ですら達成されていない段階である“。そこで、

ベトナムでは北ベトナムと南ベトナムに異なる路線・政策が採用されることになっ

た。具体的には、北ベトナムでは「平和を回復した」環境の中で、「民族民主主義革
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表 1 省レベル行政単位の変化(1946-1955年）
IMヽ旱"'1SIIl t1』も畢ull4UI"“曼i胆

（●麟）T如•Tmmwt→細"V~PI,...0*＊ n山． Chinh”'“V,““m'”“~9........Xu.....a,mmo.. 。i●,'"'·
古躙元夫『ペトナム糞塵主●看の皇鰤戴●史』大11•II.9 ●● 9 隼
°”゜ HoL“'●●珈•Thulバ>••• HloN“~ VI●tN如 0mChuc..•H•●ヽ959.

ぽ 9)この●12.,．．．算3月拿で．鼠レペルの刃｀瓢分の名 に慶化がなかったものとして印慮されている．
（注2)冑●の欝7口菫●瓢．菫●鼠．およびサイ ン・チ•ロンしII置が・年911.f11ーの重瓢に属することになったが．遍鼠の名騨を
鴨宣できなかったのでr璽？遍麗Jと皇記した．

（這3)5●43月鴫卓の●で雙胃している『代●なし』という●記は．■*代●の遍Ill嶋が●●隼の区レペルの下位冨分と111名でない
..＊1こ饒胃した．1f1．■禽代●の重Ill鍮には．本文でも編介した轟',.攣11こ鼻げた綸名以"'こAr.........V......n..,,
mmh心 Vinh,D,.......Pio如．m.n...碕攣I9られる．
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命」のうちやり残していた「民主主義革命」（土地改革など）が推進されることになり、

さらに第二段階である「社会主義革命」のはじめの段階としての「社会主義的改造」

（農業の集団化など）が行われることになった。北ベトナムでは55年から57年まで

を戦後復興期（戦後とは、第一次インドシナ戦争の後、という意味である）、58年から

60年までを社会主義改造期と呼ぶこともある。また、南ベトナムではフランスに変

わり米国の支援を受けたサイゴン政権を打倒すべく、「民族革命」が引き続き推進さ

れた時期である。

第1項北ベトナム

北ベトナムにとって、この時期はこれまでの戦争中心の時期とは違い、政権の基

盤強化と経済建設が中心的課題になった時代とも言える。 54年までのように抗戦

委員会と行政委員会の役割を兼務する委員会の必要性も減少した。この時期、行政

単位の変化の中で特に注目されるのは、連区の廃止と、 2つの自治区設立である。

まず最初に、連区の廃止までの状況を簡単に述べてみたい。ジュネープ協定が締

結されて間もない54年9月、抗戦・行政委員会は、再び、行政委員会(UyBan Hanh 

Chinh)に戻った。当時、平和の回復した北ベトナムでは、 53年から試験的に実施さ

れ始めた土地改革が積極的に進められることになった。行政委員会に優越する土

地改革委員会が中央レベルのほかに連区、省レベルに組織され、土地改革は55年6

月までに735の社 (Xa)で、さらに同年12月までに20省2都市の1,720社で実施され

た。翌56年7月には、平野部(DongBang)と中原部(TrungDu)の全ての地域と山岳部

(Mien Nui)の280社で土地改革が終了した"。 56年12月29日から57年1月25日まで

開催された第1期第6次国会での政府報告では「北ベトナムにおける土地改革は基

本的に完了し、地主階級は基本的に打倒され、封建的な土地占有制度は一掃された。

農民は農村の主人公となり、耕す者に土地をと言う農民の長年の願望は実現した」

と述べている18。こうして北ベトナムでは土地改革によって根本的に従来の農村に

おける権力構造が変貌したのち、権力基盤の強化を図って人民評議会の選挙が行わ

れることになった。抗戦中には実施できなかった省レベルの人民評議会代表選挙

や、選挙実施が困難であった地域の社レベルの選挙も準備が進めれ、57年7月20日

に政令SLO4号が公布されて以降、 59年末までに北ベトナム全域で人民評議会が

選出され、行政委員会も設置されるようになった叫このとき、選出された各行政単

-92 -



位における人民評議会の代表数や人民委員会の委員数は、管理面での仕事が増えた

ことに伴って、従来よりも増大したといわれている。

以上のような情勢を背景として、 1958年に連区レベルの行政委員会は廃止が決定

された汽

次に、 2つの自治区の設立についてであるが、ここではその設立の時期と自治区

設立に伴う行政単位の変化に注目したい。

政府は55年4月29日に政令 SL230号を出し、 SonLa省， LaiChau省の両省全域、

LaoCai省の 1州、YenBai省の 2州を含む全16州(Chau)から成るタイ・メオ自治区

(Khu Tu Tri Thai-Meo)設立を規定した文書を公布した＂。この文書では、タイ・メ

オ自治区内の行政単位は省レベルを廃止し、「区(Khu)」、「州(Chau)」（県レベルに相

当）、「社(Xa)」に再編することが明示されている丸

そして、さらに政府は56年7月1日に政令SL268号を出し、CaoBang省，LangSon 

省，BaeCan省の3省全城， TuyenQuang省の 1県と ThaiNguyen省の2県を除く全

域、BaeGiang省の 1県から成る、ベトバック自治区(KhuTu Tri Viet Bae :漢字で表

記すると越北自治区となる）を設立した”。

どちらの自治区も少数民族が多数を占めていた地域であるが、このような自治区

が設けられた背景には、本格的な国家建設をはじめるにあたって北ベトナムの少数

民族を動員する上でも、また、当時南ベトナムでアメリカの支援を受けていたゴー・

ディン・ジエム政権が少数民族に対して同化政策をとっていたこととの対比にお

いて、南ベトナムでの政治闘争を有利に進める上でも有効な政策であると考られた

ためではないかと思われる汽

以上、58年の連区という行政単位の廃止までの過程と55年、56年の自治区設立に

ついての考察で分かったことは、行政単位の変遷という点では、自治区も実質的に

は複数の省から構成されている連区の性格を有していることを考えると、第一次イ

ンドシナ戦争後のベトナムでは、58年初頭頃までは46年憲法で定められた省レベル

の行政単位は実質的に機能しておらず、依然として連区レベルが重要な行政単位で

あったこと、換言すれば、46年憲法下の北ベトナムでは、土地改革が終了して社会主

義建設の第一段階である「社会主義的改造期」に至って、ようやく憲法の定める省レ

ベル以下の行政単位が機能し始めたということであり、部 (Bo)レベルの行政単位
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は一度も機能しなかったということである”。そして、共産党地方組織の指導力と

いう点では、農村の階級構造を根本的に変えた土地改革後の人民評議会選挙によっ

て、省レベル以下の共産党地方組織の指導力が格段に向上したことである。

筆者は、この時期全体における省レベル、県レベル、社レベルの各行政単位数がど

のように変化したのかを具体的な数値をもって明確にできるだけの資料を収集す

ることができなかった。そこで、表2に自治区の設立にともなう連区・区レベルお

よび省レベルの変化を知りえた範囲で示しておくこととした。表2ではタイ・、メ

オ自治区が設立された時点の55年4月段階のところに、46年の12区に分割されたと

きの下位分類として挙げられた地名をすべて転記し、それが60年段階（表2の60年

は憲法公布後の数値である）までにどのように変化したかを分かるようにしてあ

る。従って、60年は省レベルの行政単位を示しているが、それ以前は必ずしも全て

が省レベルの行政単位ではない可能性があることに注意されたい。筆者の推計で

は、54年から連区レベルの行政単位が廃止される58年までの期間には、連区・区レ

ベルの行政単位数は5単位から 2つの自治区設立によって7単位に増大し、58年以

降は2つの自治区のみとなった。但し、タイ・メオ自治区には上述のように「省」レ

ベルは設置されず、「区」レベルが「省」レベルと同等とみなされたから、実質的には

1単位である。また、省レベルの行政単位数はその後の統廃合を考慮しつつ次ペー

ジの表2を見る限り、30単位から35単位程度であったと思われる汽

尚、この自治区の「区」レベルは、後述のように60年代に入ってから自治区内の「省」

レベルに経済管理面での権限を譲るなどして、行政単位としては実質的な意味が小

さくなる。しかし、 1975年4月30日に南ベトナムが「解放」され、国家機構面で南北

統ーが実現する直前の第5期第2次国会(1975年12月22日ー27日）において「自治区

レベルに関する憲法の諸規定をすべて廃止する」ことが決議されるまで存続していた”。

第2項南ベトナム

南北分断後の南ベトナムは、46年の12区に分類されたときの下位分類を省レベル

の行政単位とみなすと、 4区35省（但し、QuangTriを含む）からなる地域である。し

かし、54年から60年の時期に、ベトナム民主共和国が南ベトナムでどのように行政

単位を設けていたのかは殆ど分からなかった。そこで以下、この項の記述は省略する。
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表2 省レベル行政単位の変化（北ペトナム：19S5-1960年）

11155年4月29日 1956年7月1日 1980尋霞点
2瓢百・2目治区・22雀・2精別区

~...•メオ自治区 -0••9`’rl!llコロ 璧4•9オElla瓢

(Son Lal (Lai Ch■ul 
ロ項L•Ill北区 疇工国沼区 員曇や曰nu

Cao Ban置 C●o B•n重 Tinh C●O B•nII 
B●O C•n Bocc•n Tinh Bao Can 
Th•i NllUvon Th●i Nauven Tinh Thai Nauven 
Tuven Quan璽 Tuven Q皿 n量 Tinh Tuven Quan• 
Lan冨Son LanrSon Tinh Lanヽ Son
l!!l:lt・疇コC区 ll!l;R;・鶴北区

H• Gi•n鼠 H• Gianll TinhH饂 Gian璽
L亀OCai Lao Cai Tinh Lao Cai 
Phu Tho Phu Tho Tinh Phu Tho 
(Vjnh Yen) (Vinh Yen) 
(Phuc Yen) (Phuc Yen) Tinh Vinh Phuc 
B●c Gi●n璽 Bae Gian,r Tinh B■c Qi“‘置
Bae Ninh Bae Ninh Tinh Bae Ninh 
Hai Ninh Hai Ninh Tinh H■i Ninh 
(Hon璽Gai) (Hon璽Gai)
(Quan置Yen) (Quan璽Yen) Khu Dao Biet Hon璽Qu“̀筐
Yon Bai Yon Bai Tlnh Yen Bai 
露3運区 冨3運区

SonTIIY SonT●V Tinh SonT●V 
Ha Don璽 Ha Don量 Tinh Ha Dorur 
Ha Nam Ha Nam Tinh Ha Nam 
Nam Dinh Nam Dinh Tinh Nam Dinh 
Ninh Binh Ninh Binh Tinh Ninh Binh 
Hoa Binh Hoa Binh Tinh Hoa Binh 
ハノイ区 ハノイ区

Ha Noi Ha Noi Thanh Dho Ha Noi 
左岸区 左岸区

Hai Phon置 Hai Phon量 Thanh aho H■i Phon,r 
kionAn Kien An Tinh Kien An 
Thai Binh Thai Binh Tinh Thai Binh 
Hun置Yen Hun置Yon Tinh Hunll Yen 
Hai Duon露 H●i Duon,. Tinh Hai Duon貫
露4運区 鯖4運区

Thanh Ho■ Thanh Hoa Tinh Thanh Hoa 
N咋oAn N血oAn Tinh Nか0̂ n
Ha Tinh Ha Tinh Tinh Ha Tinh 
Quan置 Binh OU●n璽Binh Qu●n置 Binh
(Quanヽ Tri) (Quan璽Tri) Khu Dae Bl砒 VinhLinh 

（資料）Thon、T■nX■ Viet-Nam Van Phonヽ OhinhPhu,Chinh Phu Viet Nam 1945-1998, 
Nhe Xu■t B■n Ohinh Tri Quoc Gia,1999. 
古田元夫『ペトナム共産主●者の民族政筆史』大月書店、 1991年
Quoc Hoi, Khoa Hop Thu Iv Quoc Huoc Viet Nam Dan Chu Cong Hoa, 1955, 
Tonヽ CucThonヽ Ke,So Lieu Thong Ke 1961, Nha Xuat B■n Su Th■t. 1982 

（注1)この襄は、 1966年7月まで、区レペルの下位区分の名称Iこ査化がなかったものとして作成されている。
（注2)60年以鵬のペトナムの責料ではH•Gi•n'は越北自治区に入っているが、
ここでは設立時点の構成を重複して越北自治区には入れなかった。

（注3)66年の欄で（ ）内にある蝙名は、 60年峙卓で省•響市レペルの行政単位となっていないものである
（注4)60年晦点の欄にあるKhuDae Bi叫 VinhLinhはQuan1Triの一鶴である。
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第2章 60年憲法と行政単位の変遷

60年憲法は北ベトナムにおいて「民族民主主義革命」ならびに「社会主義革命」の

前半部分である「社会主義的改造」が基本的に達成されたことを踏まえ、「社会主義

革命」の後半部分である「社会主義建設」を推進するために制定されたベトナム最初

の社会主義憲法である。この憲法は、 1976年に南北ベトナムが統一されるまでは実

質的に北ベトナムにのみ適用され、南北統一後にはじめて全国範囲で適用された憲

法であり、80年憲法が制定されるまで全国に適用された。

この60年憲法では第7章「地方における各級人民評議会および各級行政委員会」

の第78条で「ベトナム民主共和国の各行政単位は以下のように分ける。国(NUOC)

は省(Tinh)、自治区(KhuTu Tri)、中央直属都市(ThanhPho True Thuoc Trung Uong) 

に、省は県(Huyen)、都市(ThanhPho)、市社(ThiXa)に、県は社(Xa)、市鎮(ThiTran) 

に、自治区の行政単位については法の定めによる」とし、第79条で「上記の各行政単

位では全て人民評議会と行政委員会を設立する。各都市(ThanhPho)は政府評議会

の決定に従って人民評議会と行政委員会を有する街区 (KhuPho)に分けることが

できる」と規定している完

図1 60年憲法下の行政単位

……省レベル

……県レベル

•…••社レベル

（注）60年憲法第78条、 79条などに基づいて作図。

-96-



前項で考察した46年憲法とこの60年憲法の条文を比較すると、地方レベルの行政

単位が4つの階層構造から 3つの階層構造になったこと、すなわち46年憲法の「部」

レベルがなくなったことに気が付く。46年憲法には規定がなかったものの、上述の

ようにベトナムで重要な意味を持った「区」「連区」という行政単位も、自治区以外に

は60年憲法で正式な行政単位としては認められなかった。これは、「区」あるいは

「連区」がその後「軍区」として残ったことを考えると、行政と軍事との区別が明確化

してきたことを示している。

また、末端の行政単位である社レベルにおいても行政委員会が設けられるように

なったことにも気が付く。62年に定められた「各級人民評議会および各級行政委員

会の組織法」を見ると、行政委員会の選出方法が変わり、人民評議会が同級の行政委

員会を選出することになっている（組織法の2条、14条）。従って、この規定により、

60年憲法の下では県レベルの行政委員会が社レベルの人民評議会によって選出さ

れなくなり、社レベルにおいても社レベルの人民評議会が行政委員会を選出するよ

うになったことも分かる。このような変化は、社レベルにおける政治的基盤が強化

されてきたことを意味していると言ってよいであろう。

60年憲法が実質的に適用されていた期間には、南北ベトナムそれぞれにとってい

くつかの画期があった。北ベトナムでは第一次五カ年計画(1961年ー65年）が始ま

り、農村では積極的に合作社の高級合作社化が進められた。しかし、第一次五カ年

計画は60年代半ばに始まるベトナム戦争によって中断を余儀なくされた。北ベト

ナムは激しいアメリカ軍の空爆に見舞われる一方、南ベトナムにおける武装闘争を

本格的に支援し始め、多くの兵士と支援物資を南ベトナムヘと送り込んでいった。

やがて10年に及ぶベトナム戦争も75年には終わり、76年には南北統一を成し遂げる

が、ベトナムは中国とカンボジアとの関係を悪化させ、78年以降はソ連への傾斜を

深めていく。そして、統一したばかりの南ベトナムにおいて社会主義革命を進めて

いく。本章では、第1節で、ベトナム戦争終結前の北ベトナムにおける行政単位の

変遷と南ベトナムにおける行政単位の状況を概観し、第2節で、75年4月の「南部解

放」から南北統一までの南北両ベトナムにおける行政単位の変遷、第3節で、統一直

後の変遷を見ていきたい。
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第1節ベトナム戦争終結前

第1項 ベトナム戦争終結以前の北ベトナム

ここでは最初に、省レベルの行政単位の変遷を検討し、次に、県・社レベルの行

政単位の変遷を検討する。

まず、60年から75年における省レベルの変遷をみると、その最大の特徴は「合併」

であることがわかる。筆者が知りえた限りでも、 16の行政単位が合併して8つの行

政単位に再編されている。この変遷を列記すると以下の通りである。

1962年第2期第5次国会(10月23-27日）において

KienAn省を HaiPhong市(ThanhPho Hai Phong)に吸収合併

Bae Ninh省と BaeGiang省を合併して、HaBae省を新設”。

1963年第2期第7次国会(IO月28-30日）において

Hai Ninh省と HongQuang区を合併して、QuangNinh省を新設”。

（これらより前に、省レベルではなく県レベルであるが、 1961年 IO月24日ー27日

に開催された第2期第3次国会において、 Hai Duong省の DongTrieu県を Hong

Quang区に合併するという決議を採択している")

1965年4月21日、国会常務委員会において

Bae Can省と ThaiNguyen省を合併して、 BaeThai省を新設

HaNam省と NamDinh省を合併して、NamHa省を新設

Son Tay省と HaDong省を合併して、HaTay省を新設”。

1968年1月26日、国会常務委員会において

Phu Tho省と VinhPhuc省を合併して、VinhPhu省を新設

Hai Duong省と HungYen省を合併して、HaiHung省を新設叫

以上の事実経過を見ると、60年から75年までの間では北ベトナムでの行政単位の

再編は68年までに終わり、その後は安定していたと言えよう。筆者はこのような変

化の要因を 2つ指摘しておきたい。

一つは、北ベトナムの社会主義革命の本格化、具体的には計画経済を推進するに

あたって省の位置付けが変化したことである。 54年から60年の時期には、まだ、地

方の各レベルでどのように経済管理の分業体制を築くのかが明確ではなかった。

むしろ、政権基盤の安定していなかった当初は、政府自体が分業体制の構築には
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慎重な態度であった。しかし、上述のように57年半ば以降に省レベルで初めて権力

機関が選出され、農村での農業集団化（初級合作社化）も順調に進められていくなか

で、政府は各省・都市を「工業を主として農業を従とする」一つの完全な経済単位、

予算・計画単位とみなすようになった。換言すれば、各省・都市を、中央の指導の

下で各省・都市自身の工業発展を念頭においた経済計画を立案し、その決定権を持

つべき単位とみなすようになったのである。そこで、中央が統一的に省レベルの行

政単位を指導でき、かつ、省レベルの行政単位にも経済建設、とりわけ工業発展のた

めの十分な人材と資材を確保できるように考えた結果が、省の再編（合併）に繋がっ

たのである”。もっとも、このような背景の下、「合併」ではなく「分割」という結果が

もたらされたケースがある。それは、 1962年の第2期第5次国会の決議(10月27日

付）で、タイ・メオ自治区をタイバック自治区(KhuTu Tri Tay -Ba：漢字で表記する

と西北自治区となる）と改称すると同時に、自治区内に新たに省レベルの行政単位、

Son La省， LaiChau省、NghiaLo省を設けたケースである。この場合は、上述の省

レベル「合併」理由の中で中央の統一的指導が最重視されたためであると思われる。

今ひとつの要因は、ベトナム戦争の影響である。実際、ベトナム戦争が始まって

からの3年間に、具体的には65年4月から68年1月までの間に省レベルの行政単位

を5つ合併している。これは、ベトナム戦争の激化により、アメリカ軍が北ベトナ

ムの一部地域を占領したときに備え、 100万ー200万人規模の省をつくり、それを

もって自給自足可能な一つの経済単位としようとしたために生じたものである”。

この要因は、第一の要因と矛盾するものではなく、むしろ、その促進要因となったと

いえるものである。ここでも、戦争と行政単位の変化が不可分の関係にあったよう

である。

次ページの表3は、以上の省レベルの変遷をまとめたものである。表4に示した

60年段階の人口を基礎に合併された省・都市の人口をみると、 HaiPhong市が82万

人、HaBae省が104万人、QuangNinh省が32万人、BaeThai省が44万人、HaTay省が

126万人、NamHa省が151万人、VinhPhu省が110万人、HaiHung省が150万人となる。

この時期の再編により、南ペトナムに近接する省を除いてベトナムの海岸沿いにあ

るほとんどの省が100万人規模を超す省に再編されたことが確認できる。
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次に、県レペルと社レベルの行政単位について検討してみたい。この時期に行政

単位数に変化を及ぼした要因として考えられるものは、人口の増加と、それを背景

とした人口の移動である。北ベトナムではこの時期に人口増加を抑制するために

計画出産運動が始まり、人口欄密な平野部から人口過疎の中原部・山岳部への移住

政策も積極的に展開され始め、移住先の少数民族に対しては「定耕定居(DinhCanh 

Dinh Cu)」政策が採用され始めている。

筆者はこの時期については60年と64年の行政単位数を知りえただけである。し

たがって、資料的な制約もあるので全体像を明らかにすることはできない。ここで

は101ページの表4を参照しつつ、60年と64年の間に生じた行政単位数の変化から

読み取れることだけを指摘するに留めたい。

表4の中で県レベルの行政単位は、 1960年については「市社」と「県・州・郡」で

あり、 1964年については「街区」、「市社」、「県」、「省直属都市」である。ベトナムでは

英語で「市社」を Town、「県」、「郡」を District、「省直属都市」を Citydirectly under the 

authority of provinceなどと訳している。「州(Chau)」は50年代に自治区を設置した

際に、自治区住民が「州」という名称を常用していたので「県」という名称を使わな

かったためにできた行政単位である。また、「街区(KhuPho)」は64当時ハノイ市と

ハイフォン市の中心部にだけ使われていた県レベルの行政単位の呼称で、後に「郡

(Quan)」に改称されている。社レベルの行政単位は、「社」と「市鎮」である。英語で

は「社」を Commune,「市鎮」を Sma_lltown、Subtownと訳している。この他、社レベル

に準ずる行政単位として後年になって「坊(Phuong)」という呼称の行政単位が出現

するが、これは英語で Ward,Subdistrictと訳している。

まず、県レベルの行政単位数をみると、北ベトナム全体では60年の283単位から、

64年には11単位増えて294単位となっている。社レベルの行政単位数は、 60年の

5,739単位から、64年には146単位増えて5,875単位となっている。基本的には共産党

の地方組織が強化されたといえるが、このような変化の中で地域的に特に注目され

るのは、以下の 2地域である。

第ーは、越北自治区である。ここでは、県レベルで3単位、社レベルで70単位も行

政単位が増えている。しかも、それが中国と国境を接する山岳部の HaGiang省と

いうたった 1つの省において生じたと言っても過言ではない。 1961年から65年末
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までの5年間で、平野部から105万人が山岳部、中原部へ移住し、北ベトナムの耕地

面積の6分の1にあたる30万ヘクタールを開墾したと言われているが“、こうした

政策的な人口移動がこの省に集中したのであろうか。この点については今後の検

討課題としたいが、いずれにしても、このHaGiang省ではかなり党地方組織の指導

力が向上したといえよう。

第二は、中部のThanhHoa省と NgheAn省である。両省が、社レベルの行政単位

をそれぞれ25単位、あるいは32単位も急増させていることは、他の省に余り変化が

ない状況の中では注目せざるを得ない。 60年から64年にかけてどの程度の人口増

大があったかは統計がなく正確には分からないが、当時の自然人口増加率が3％だ

とすれば、ThanhHoa省で約20万人、NgheAn省で約15万人の人口増加となる。 60

年当時の1社平均の人口が3,200人強であったから、そのことをもって行政単位の

増大を説明できそうにも思える。しかし、表 4 の「省•特別区」の欄を見れば明らか

なように県レベル、社レベルの双方とも行政単位数の合計が殆ど変化していない。

それだけに両省における行政単位急増はやはり突出していると言えよう。隣接す

る省の一部併合も統計からは読み取れない。だとすれば、ThanhHoa省と NgheAn

省は中原部や山岳部が省の30％前後を占めるだけに、移住政策の影響であった可能

性もある。ただ、ここでは両省が多くの革命家や指導者を輩出しているだけに、こ

の地域の政治風土も関係している可能性があることも念頭において、今後、検討し

ていきたい。

尚、表4を見るとHaNoi市では行政単位数が県レベルで4単位、社レベルで62単

位も急増している。従って、一見すると党地方組織の指導力向上を意味しているよ

うに思えるが、実際には地理的に拡大した結果であるにすぎないようなので注意を

要する。これはHaNoi市に隣接する BaeNinh(Ha Bae)省、VinhPhue省，HaDong省

などの行政単位の変化を見ることで推測できる。具体的には、BaeNinh省の場合、

1962年に BaeGiang省と合併してHaBae省となるが、60年当時の行政単位数と比

べると県レベルでは3単位、社レペルでは28単位も減っている。また、同時期に、

Vinh Phue省では県レベルで 1単位、社レベルで17単位、 HaDong省でも県レベル

で1単位、社レベルで23単位も減少している。この HaNoi市に隣接する 3省の合

計で県レベルが5単位、社レベルが68単位減少している。この事実がHaNoi市の
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行政単位急増と関連していることはほぼ間違いあるまい。そうであるとすれば、上

述の省レベル行政単位再編の中では、筆者が使用した資料には言及されておらず、

見逃していた変化である。なお、同様のことが、 HaiNinh 省 •Hong Quang特別区

(Quang Ninh省）と HaiDuong省との問でも言えそうである。

第2項 ペトナム戦争終結以前の南ベトナム

本稿では、ベトナム共和国（旧サイゴン政権）の行政単位には言及しないので、最

初にこの点を断っておきたい。また、この時期の行政単位についてはまとまった資

料を入手できなかったので、断片的な記述から読み取れる全体像を紹介するだけに

留めたい。

この時期の南ベトナムでは、 1960年12月20日に南ベトナム民族解放戦線(Mattran

dan toe giai phong mien Nam Viet Nam。以下、解放戦線と略す）が設立され、69年には

南ベトナム共和国臨時革命政府(ChinhPhu Cach Mang Lam Thoi Cong Hoa Mien Nam 

Viet Nam)が樹立され、これらの組織を中心に南ベトナムにおける民族民主主義革

命が進められていった。両組織の設立・指導にはペトナム共産党が深く関与して

いたことは周知の通りである”。

60年末の時点で、南部(NamBo)では、社レベルより下位の村落レベル(Thon,Ap)

の60％以上、タイグエン地方(TayNguyen)の人口の70％を「解放」していたという。

これら解放された地域では、人民代表大会を経て、旧サイゴン政権の権力機関に

替わる自主管理人民委員会(Uyban nhan dan tu quan)が選出されていた。この委員

会は、「ペトナム共産党の指導によって、南ベトナムで組織された人民民主主義政権

の最初の形態」であると言われるが、60年末には南ペトナムの全2,627社のうち1,373

社で組織され、同委員会の下で土地改革も進められていた380

一方、解放戦線はその樹立から 1年後には、南ベトナムの中中部(TrungTrung Bo), 

南中部(NamTrung Bo)，東南部(DongNam Bo)，西南部(TayNam Bo)の全4地域に、

また、全41省・都市のうち38省およびサイゴン・ザディン特別区(DaeKhu Sai Gon-

Gia Dinh)に解放戦線委員会(Uyban Mat Tran Giai Phong)を誕生させるまでに成長

した。そして、県レベルや社レベルでも南ベトナムほぼ全域に解放戦線委員会を形

成した”。
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そのような情勢の中で、自主管理人民委員会は解放委員会(UyBan Giai Phong)と

改称された。

1968年のテト攻勢のあと、解放戦線は初めて地方において革命人民委員会 (Uy

ban nhan dan each mang)を選出する選挙を組織した。委員会は解放戦線内の人民団

体によって、あるいは地方人民代表大会や地方住民の直接選挙によって選出され

た。 1969年9月までに、44省のうち34省で、 6都市のうち4都市で省レベルの革命

人民委員会が設立され、多くの市社、市鎮、そして全1,600社のうち1,300社でも革命

人民委員会が設立された“。こうして、 1968年以降、南ペトナムでは省レベルから社

レベルまで革命政権が形成され、革命人民委員会は、自主管理人民委員会と解放委

員会を受け継ぎ発展させたものとなった410

その後、 1968年6月6日ー8日に南ベトナム国民代表大会が開催され、臨時革命

政府の樹立を基本決議した。臨時革命政府が樹立されてからは、71年初頭までには

上述の4つの地域に政府代理委員会が設立され、革命人民委員会も44省、 6都市で

設立され、 182県、 1,500の社で設立されたという4'。

以上の断片的な記述から、ベトナム戦争終結以前の南ベトナムでは行政単位が4

つの階層構造になっていたことが分かる。第1の階層では南ベトナムが4つに分

けられ、省レベルに相当する第2の階層では61年時点で41省・都市に、69年時点で

は44省、 6都市に分けられていた。第3の階層が県レベルである。県レベルの行政

単位総数は分からないが、少なくとも71年には182県あった。第4の階層である社

レベルでは60年末の段階で2,627社に、 1969年段階では1,600社に分けられていたよ

うである。

省レベルについては、後述のように76年の南北統一直前には39省6都市に分割さ

れているから、69年以降にも再編されたようである。社レベルでは上述のように9

年間に1,000社も減少したと言うことになるが、数字自体の信憑性が問われる“。た

だ、多く見積もっても2,627社であり、表4で見た60年の北ベトナムにおける行政単

位数5,739社と比べても3,000社以上少ないことは注目に値する。

第2節 南北ベトナム統一前後

次に南部解放後の統一を控えた段階での行政単位の変遷を見てみたい。
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1975年4月30日、南ベトナムのサイゴン政権は崩壊した。以後、ベトナムでは20

年余に亘り分断されてきた南北ベトナムの統一に向け、行政単位をどうするかが当

面の課題として浮上した。具体的には南北ベトナムを代表する政府同士である南

ベトナム共和国臨時革命政府とベトナム民主共和国政府との間で、75年11月15-21

日に国家面でのベトナム統一問題について話し合う政治協商会議が開催され、全国

で総選挙を行うことを決定すると、両政府は直ちに統一に向けてそれぞれの行政単

位を再編することになった。

まず、北ペトナムでは1975年12月22日ー27日（第5期第2次国会）において行政単

位の区(Khu)レベルを廃止し、自治区(KhuTu Tri)レベルに関する憲法の諸規定を

すべて廃止すること、そして、26単位あった省レベルの各行政単位のうち15単位を

7単位に再編すること、QuangBinh省とVinhLinh区という 2つの単位を将来南ベ

トナムの行政単位と共に 1つの単位とすること、などを承認した(12月27日付国会

決議）。ここでいう、区レベルとは、特別区(Khudac biet)のことであり、 1962年に制

定された「各級人民評議会および各級人民委員会の組織法」第1条の中で「現在、

Hong Quang区・ VinhLinh区は省と見なされる」と規定されていた2つの「区」をさ

す“。また、自治区レベルとはベトバック（越北）自治区とタイバック（西北）自治区

のことである“。省レベルの再編に関する決議の具体的内容は次の通りである。

Cao Bang省と LangSon省を合併して、CaoLang省を新設

TuyenQuang省と HaGiang省を合併して、HaTuyen省を新設

Ha Tay省と HoaBinh省を合併して、HaSon Binh省を新設

Nam Ha省とNinhBinh省を合併して、HaNam Ninh省を新設

Nghe An省と HaTinh省を合併して、NgheTinh省を新設

Yen Bai省とLaoCai省と NghiaLo省（但し、BaeYen県と PhuYen県は除く）を合併

して、HoangLien Son省を新設

NghiaLo省のBaeYen県と PhuYen県を SonLa省に吸収合併

北ベトナムの QuangBinh省と VinhLinh区を南ベトナムの QuangTri省と Thua

Thien省に合併することについてベトナム民主共和国政府に南ベトナム共和国臨

時革命政府と交渉することを委任“。

他方、南ベトナムでは1976年2月、南ベトナム共和国臨時革命政府が北ベトナム
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と同様に区(khu)という行政単位の設置を廃止し、省レベルの行政単位の大半を合

併する旨を示した議定を出した。そして、この議定により、従来の39省6都市を20

省(tinh)1都市(thanhpho)に再編することが明示された。具体的な再編内容は以下

の通りである。

1都市とはHoChi Minh市、20省とは以下の各省である（括弧内が合併以前の省及

び都市の名称である）。

Binh Tri Thien省(QuangBinh省．QuangTri省，ThuaThuen省およびHue市）

Quang Nam-Da Nang省(QuangNam省， DaNang市）

NghiaBinh省(QuangNgai省， BinhDinh省）

Phu Khanh省(PhuYen省，KhanhHoa省）

Gia Lai-Kon Tum省(GiaLai省，KonTum省）

Dae Lac省(DaeLac省， QuangDue省）

ThuanHai省(NinhThuan省，BinhThuan省，BinhTuy省）

Lam Dong省(TuyenDue省，LamDong省、DaLat市）

DongNai省(BaRia省、LongKhanh省，BienHoa省）

Song Be省(ThuDau Mot省，BinhPhuoc省）

Long An省(LongAn省、KienTuong省）

Tien Giang省(MyTho省， GoCong省，MyTho市）

Cuu Long省(VinhLong省，TraVinh省）

Hau Giang省(CanTho省、SocTrang省、CanTho市）

DongThap省(SaDec省、 KienPhong省）

An Giang省(LongChau Ha省の若干の県，LongChau Tien省の2つの県， SaDec省

の1つの県， AnGiang省）

Kien Giang省(RachGia省，LongChau Ha省の 3つの県）

Minh Hai省(CaMau省， BaeLieu省）

Tay Ninh省

Ben Tre省”。

このようにして総選挙への準備がすすめられ、全国統一のための総選挙が76年4

月25日に実施され、統一ベトナムの国会代表が選出された。そして、 2ヵ月後の6
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月24日ー7月3日に国会が開催され、同国会を第6期第 1次国会とすること、国名

をベトナム社会主義共和国と改称することなどが決議された。新生ベトナムはベ

トナム民主共和国を正式に継承する38省・都市(3中央直属都市、35中央直属省）か

らなる国家として出発することになった“。この国会では正式にサイゴン・ザディ

ン市(ThanhPho Sai Gon-Gia Dinh)をホーチミン市(ThanhPho Ho Chi Mnh)と改称

することも決定された490 

108ページの表5には、統一ベトナムの各省・都市の名称と人口、面積、人口密度、

県レベルの行政単位数を示している。ここでは南北統一が北ベトナムと南ベトナ

ムというほぼ同じ面積、人口をもつ 2つの地域の統一であったことを確認した上

で、いま少し、表5を参照しつつ行政単位の変遷に言及してみたい。

まず、省レベルの再編では、再編の基本的な性格を抑えておくことが重要であろ

う。なぜ、新生ベトナムは38省・都市であったのであろうか。 2つの点を指摘して

おきたい。

一つは、単位数の上で南北のバランスをとることが前提であったということであ

る。ベトナムでは統一後、旧南ベトナムの一部の省を含むBinhTri Thien省を北部

に入れて表5のように北部（北ベトナム）と南部（南ベトナム）を分けるようになっ

たが、この区分に従えば、北部を 2中央直属都市・ 16省、南部を 1中央直属都市・ 19

省に再編したことになる。人口、面積、そして何よりも統一（選挙）を円滑に行うた

めの南ベトナムヘの配慮という側面もあったであろう。

しかし、このような配慮を考えたとしても、なぜ38省・都市なのかは説明できな

い。筆者は、再編が北ベトナムにおける60年代における省再編を引き継ぎ、発展さ

せる方向で考えられたのではないかと推測する。これが、第二点目として指摘した

い点である。北ベトナムでは、統一前、省が経済計画の一つの単位と位置付けられ

ていたが、当時の指導者は当然のように南ベトナムでも省をそのような単位として

位置付けたと思われる。それは、南ベトナムにおいて「社会主義革命」段階へ直ちに

入っていったことからも窺える。従って、人材不足は甚だしかったであろう。統一

前の北ベトナムの行政区分は表3で示したように経済計画の単位としては2中央

直属都市・23省・ 1特別区である。しかも、ベトナム戦争の影響もあって経済管理

の実務を経験した者は少ない。それだけに、実務経験者を北ベトナムから南ベトナ
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ムヘ送り込むにしても、南ベトナムの45省・都市を前提として新生ベトナムの行政

区分を考えることはできなかったのではないかと考える。南部解放時のベトナム

共産党の党員数は南北合わせて147万8,046人であり、そのうち南の党組織が管理し

ていたのは、その 1割にも満たない13万154人に過ぎなかったと言う”。その結果、

南ベトナムにおける省レベルの行政単位の変化が非常に大きくなったのであろう。

これは、早期統一を前提にする限り、ベトナム共産党の指導者にとって見れば「現実

的」な政策であったが、南ベトナムの共産党地方組織やその支持団体にはこれまで

の活動基盤を大きく変更しなければならない「非現実的」な政策であったのではな

いであろうか。今後、実際にどのような人物たちが再編された省・都市の指導者と

なり、また、経済管理の実務を担ったのかを明らかにしなければ明確にはならない

が、南ベトナムの全ての行政単位が併合されていることから判断して、この省レベ

ルの再編には党地方組織は殆ど党中央に対して影響力を持てなかったように思わ

れる。

次に、南ベトナムにおける県レベルの行政単位数であるが、筆者自身は表5の作

成に使用したベトナム統計総局の資料によって初めて77年段階の単位数が194であ

ることを確認できた。その数が北ベトナムの272に比べるとかなり少ないことが分

かる。表5のBinhTri Thien省には南ベトナムに属していた省も入っているのでそ

の分を差し引かなければ正確に比較はできないが、それでも60以上の差はあろう。

前節で述べた社レベルの南北格差が実態に近いものとすれば、ベトナム統一当時は

県レベル以下の行政単位の南北格差は相当に大きかったと言えそうである。

最後に、64年から77年までの北ベトナムにおける県レベルの行政単位の変化につ

いて触れたい。北ベトナム全体では64年時点で294単位あった。しかし、77年時点

では266単位程度しかない”。 60年から64年にかけては11単位増えていたのに、 64

年から77年にかけては30単位近くも減少している。77年の省・都市名で言えば、Vinh

Phu省、HaBae省、 HaiHung省、 ThaiBinh省、 HaNam Ninh省など地域的には主に

紅河デルタおよびハノイ隣接の省を中心に減少しているようである。上述の各省

はHaBae省、ThaiBinh省を除き68年以降に合併してできた省である。しかし、い

つ、どのような理由で減少したのかは不明であり、その究明も今後の課題としたい。
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表5 ベトナム統一時点の面積、人口、人口酪度、行政単位
各奮•iii肩人口 繭●(Krrr-) 人口（干人） 人口書慶 ・レベルの＂重●籠111•10月31 日翼を）
奮●市名 1978隼2月6日璽宣 （人/K~) 胄社 胄● 員 誓置 畠 零・l..111

金• 329460 47149.9 "3 55 4 375 

:t鱒 1、8IJ05 2499" U7 30 Z 221 

:t奮の中●菖・山岳讐 19075 7383.8 75 18 0 108 

HIT...., 93519 eau 51 2 13 

c”u"‘ 13711 瓜 9 11 3 18 

l.aiCI鳩U 17408 295.9 15 I 1 

H匹•Uon&m 14125 677.2 48 4 98 
珈加 1115 152.9 87 12 
Son La I呻 410.1 28 1 ， 
Qu.,.Ninh "76 701.B 闘 3 10 
V呻 Phu 5187 1579.5 305 2 

＇ H• B“ 4708 1489.2 311 2 

＂ 紅胃デルタ '““ 10591.7 “ 8 ゜
98 

加｀ 譴7 1443.5 2418 4 

H.i Phonヽ 1515 1190J 989 2 6 
h如 Blnh “60 2041 .. 298 3 21 

贔iH""" 2528 1921.9 7ヽ4 2 18 
Th■i Binh 13“ 1 41 9.2 "印 1 7 
H■ Nam Ninh 3522 2514.9 731 1、
目冨4区 525“ 6718.5 128 4 2 52 

Th..h Hoa 11138 2282.1 203 1 2 17 

Nah1T11h 22310 ”“.6 121 I 25 
BinhTriThi .. 19048 1751.1 

＂ 
2 1 D 

冑畠 181461 22451.1 139 25 2 147 
中鶴厖鼻鎗鑢 螂 98 5101.II 109 3 

゜“ QuanヽN1111-D1N■u 11371 1414,‘ 124 I 12 
N.t,ill Binh 14700 1789.1 122 1 18 
Phu Khlnh 鱈20 1088.2 111 6 

珈••Hヽ 11000 838.9 71 1 7 
タイグエン鎗方 49710 118DJ 25 7 

゜
15 

伽 LIH(onTum 11480 1ヽ5.0 25 2 8 
珈 uo 18300 312.1 20 1 7 
um Doa1 10000 匹．1 “ ヽ
寛胄菖 27575 5908.1 214 3 

゜” Ho Chi Minh 1845 ““.5 1816 5 
0•B9 細 581.4 59 1 ヽ
TovN'nh 4100 紐5.9 153 I 7 
Danr NII 12130 1210.3 1“ 1 ， 
メコンデルタ 叫 10 10255.8 2" 12 2 “ 

Lan• ん 5100 828.8 , 93 1 7 
Don111鳩0 3120 99 1.3 318 1 2 5 
んGimI 4140 1381.7 321 2 6 

r躙＂油n1 2350 1137.2 “‘ 5 

珈 T"' 2400 932.0 388 I 7 
Cuu Lonヽ 4200 1319.1 31、2 B 
H■u GI■n、 5100 1 890.4 謁7 2 1 2 
KlenGn 9000 834.0 138 1 8 
Minh Hal 8000 981.1 123 2 ヽ
＇` ▲^....--•皿—-...... 
Toni Cuc Thon、Ke,Dauh Muc Phan Nganh Kinh Te Quoc Dan,Ca Quan, Tinh Thanh、Huyen Va Dan Tac, 1977 

（注1)この欝璽には各奮●言が1つに大きく亀嶋区分されていたので．その区分に置って各奮・・11iを記肩した．
（注2)Hou Giansll）人DIii皇は●文では366であったが小量貞以下11!1檜五入すると367となる．

7 15 

7 

゜゚゚
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゜4 
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゜゚

゜
15 

゜
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゜゚

゜
12 

12 

゜゚

（注3)行戴皐位の●にある「盲●」は奮I属の市●であり、鳳レペルの行霞単位である．60年●縫の社レペルの「言●Jとは員なるようである．
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112ページの表6は北ベトナムにおいて省レベルの行政単位が68年1月から89年

5月までにどのように変遷してきたのかを示した表であり、 ll3ページの表7は南

ベトナムにおいて省レベルの行政単位が76年2月から89年6月までにどのように

変遷してきたのかを示した表である。どちらも本節で考察した統一直前から統一

までの変遷過程が分かる表である。また、どちらの表にも第1章で考察した46年段

階の12区の下位区分にあった地名を示している。

表6と表7を比較すると、すでに指摘した南北統一による変動の大きさの違いが

ひと目で再確認できるであろう。その上で、ここでは今ひとつ興味深い点に触れて

おきたい。それは、各省レベルの名称の変遷についてである。北ベトナムでは46年

から統一まで、省レベルでの合併がない場合には同じ名称が用い続けられ、合併す

る場合にはそれぞれの省名の一部を使って新しい名称が決められている。それに

対して、南ベトナムでは、46年から75年2月までは、46年以降に新設された行政単位

を除けば北ベトナムと同様に同じ名称が用いられていたが、南北統一の際に合併さ

れた時には、合併された省名の一部を使って新しい名称が決められるだけでなく、

全く新しい名称も用いられている。特のメコンデルタ地域の各省には全く新しい

名称がつけられたケースが多い。誰の発案によって、なぜこのような名称が付けら

れたのか、ある意味では1945年以降の歴史から切り離された異空間の創出のように

も感じられる。

第3節南北統一直後

本章の最後に、79年5月までを統一直後として、この時期の行政単位の変遷を見

ていきたい。

上述の統一国会では、新憲法が定められるまで、ベトナム社会主義共和国はベト

ナム民主共和国の1960年憲法に基づき組織し、活動することが決議され、同時に、地

方の行政単位を

ー省、中央直属都市

一県、街区(KhuPho)、郡、省直属都市、省直属市社

一社、およびそれに準ずる級

に分け、上記の各行政単位には全て人民評議会とその執行機関である人民委員会
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46年11月騎且 68隼1月ー75年12月 75隼12月ー78年12.II 78年12.II-79年5.II 79隼5月ー89年6.11

12行直区・軍区69書・纏育 3•111•35省 3●育•36書 3纏育•40書・ 1 輸舅区

6.5行直区・軍区34奮•纏＂ 2●盲・2自治区•20書 2蓼盲16奮 2●言・17書 2纏盲・17奮

:t墨の中圃鶴•山岳鶴

H1Giilnヽ nnh H•Gi.n■ 

T叩●nQuan• Tinh Tuven Qu ... Tinh Ha T uven Tinh出 Tuven Tinh H■ T叩●n

c”趾nヽ TinhCIO8•n、 TinhC“"hnヽ Tinh Cao llanr 

unaSon Tinh Lana Son TinhCaohn艮 Tinh Lani Son Tinh L●n員Son

Lai Cl鳩U Tinh Lai Chau Tinh Lai Chou Tinh Lai ChMI Tinh Lai Chau 

Tinh N血“Lo(ll

Yen Bai Tinh Yen Bai 

LaoC•i Tinh LIia Cai Tinh Ho■M Uen Son Tinh Ho●直LienSan Tinh Ha...Lien Son 
Bに Can

T臼iN“"on Tinh Bae Thai Tinh Bae T細i Tinh Bae Thai Tinh Bae Thai 

TinhN幼iiLo(2) 

SonL• Tinh Son l.a Tinh Son La Tinh San La Tinh Son la 

Hai Ninh 

Han Gai 

QUIn•Yon Tinh QuanヽNinh Tinh Q..n•Ninh Tinh Qua..Ninh nnho...n1 Ninh 

Phu Tho 

Vinh Yen 

Phuc Yen Tmh Vinh Phu Tinh Vinh Phu Tinh Vinh Phu Tinh Vinh Phu 

Bae Gi●n1 

B●c Ninh TinhH•B·C Tinh H1 Bae Tinh Ha Bae T11h H■ 口•-
紅胃デルタ

H1 Noi Thanh曲oHa Noi 血 nhDho Ha Noi Th●nh血 H1Noi Thanh aha Ha Noi 

Hai Phon1 

Kion，，，， Thanh oho Hai Phon1 ＂罐nh如 HaiPhon量 Thanh袖oHai Phon■ Thanh aha Hai Pho ... 
Son T●v 

H•Dorut TinhH曇T“

H•• Binh Tinh Hoa Binh Tinh Ha Son Binh Tinh Ha Son Binh Tinh Ha Son Binh 

Hu.. Yen 

HヽiDuonr Tinh H■i Hun、 nnh Hai Hun1 Tinh出iHunr Tinh H■i Hun1 
Thai Hinh Tinh Thai Binh Tinh Th■i Binh Tinh叩 iBinh Tinh Thai Binh 

Ha Nam 

Nam Dinh TinhN皿贔
Ninh Binh Tinh Ninh Binh Tinh Ha Nam Ninh Tinh H1 Nam Ninh Tinh Ha Nam Ninh 

IB算4区

Thanh Ha● Tinh Thanh H匹 Tinh証 nh如 Tinh Thanh Hoa Tinh Thanh Haa 

N血 An TinhN血 N
Ha Tinh Tinh H■ Tinh TinhN止•Tinh Tinh Nlhe Tinh Tinh N•細 rfflh

Qu1n1 Dinh Tinh Qua庫 Binh

Khu Dae Biot Vinh Linh 

l(Qu1暉 Tri) Qu1n~Tri 
I (Thu■ Thien) Th皿 Thien Tinh Binh Tri Thien Tinh Hinh Tri Thien Tinh Dinh Tri Thion 

（賣科）Thon,Tan Xa Viet-Nam Van Phon、ChinhPhu, Chinh Phu Viet Nam 1946-1998,Nh1 Xuat Ban Chinh Tri Ouoc Gi..1999. 
（注1)46年11 月峙自の●にあるQu1111TriとThu• Thienlt, 54年以員爾ペトナムに属するので（ ）に入れている．
（注2)681月＿年75年12月までの●1::aiるTinhNゆiaLoは71年12月に2つの着しい省に分鼠●履されたので(1)(2)としている．

（注3}lli北頁ペトナムの績ーは1976年7月に実嚢した．績一艤．ペトナムでは90年代半ばまで全IIを7つに馳鑢区分していたので．

この豪ではその7区分に復って各會・暮言を配列した。
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を設置する決議を行っている。同決議は、北ベトナムで統一前に決定された「区」

「自治区」の廃止という内容を含んでいたが、地方レベルが3つ階層構造であるこ

と、権力機関の設置方法がほほ同じであることなどから、基本的には60年憲法と76

年2月までの動向を反映した決議と見てよいであろう”。

この時期の行政単位の変遷は、統一後の微調整が行われた点に特徴がある。

統一国会から 3ヶ月も経っていない76年9月16日に、政府は、LamDong省のDaLat

を市(ThanhPho)とすること、ConSon島(DaoCon Son)にConSon県を設けてHo

Chi Minh市に帰属させること、人口1,000人前後の島には末端の行政単位である社

(Xa)を設けることができるとすること、などを定めた議定を出し、その一ヶ月後に

は、首相がConSon島を HauGiang省に帰属を変更させる決定を出している”。

また、省レベルの再編も行われ、 1978年12月29日、第4期第4次国会において、Cao

Lang省を元の CaoBang省と LangSon省に分割することを決議し、半年後の第6

期第9次国会(1979年5月28日一30日）ではDongNai省の ChauThanh県LongSon 

社と HauGiang省の ConDao県から成るYungTau -Con Dao特別区(DaeKhu)を新

設した。これらの省レベルの再編は、前者については78年から顕在化する中国との

関係悪化、後者についてはソ連による援助の下で開始された石油開発と何らかの関

連性があると思われる。この再編によって、ベトナムは3中央直属都市、36中央直

属省、 1特別区を有する国家となり”、これ以後、80年憲法の下での長い「安定期」を

迎えることになる。

県レベル全体の変遷については、表5と119ページ表8を比較すると、77年から79

年の間にその単位数が全国で466単位から472単位へと 6単位増大したことが分か

る。しかし、北ベトナムについては前節で見たように64年からの減少傾向が続いて

おり、272単位から262単位へと10単位も減少している。このうち中国と国境を接す

るCaoLang省(79年には CaoBang省、LangSon省となっている）と HoangLien Son 

省の2省だけで5単位も減少しており、中国との関係悪化が県レベルにまで影響し

たものと思われる。また、紅河デルタも64年から77年の傾向を引き継ぎ4単位減ら

しているが、この時期の減少理由も定かではない。他方、南ベトナムでは194単位か

ら210単位へと16単位も増えている。目立つのはタイグエン地方で4単位、メコン

デルタで9単位が増大していることである。いずれの地域も第2次五カ年計画
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(1976年ー80年）で示されていた移住政策の移住先として重視されていた地城であ

り、その政策の反映であると思われる”。

以上、第2章では60年憲法の下での行政単位の変遷を3つの時期に分けて考察し

てきた。その結果、この時期全体を通してみると、行政単位の変化に最も大きな影

響を与えたのは、経済建設における省レベルの位置付けの変化と、政府主導で行わ

れた移住政策の実施の2つであったように思われる。省レベルの位置付けの変化

は、省レベルの「合併」を促した。そして、県レベルの「合併」（結果としての行政単位

の減少）をも促した可能性がある。また、移住政策は県レベルの行政単位の増大を

もたらしたと思われる。

ベトナム戦争は、北ペトナムにおいては、省レベルの位置付けの変化に伴う省レ

ベルの「合併」を促進する方向に作用をした。しかし、平野部での労働力不足をもた

らし、移住政策を停滞させて県レベルの行政単位増大を抑制する方向で作用したと

推測される。そして、南ベトナムにおいては、省レベルを超える安定した支配地域

を形成できなかったがゆえに省の合併自体を南北統一時点まで遅らせる方向で作

用した。

また、ベトナムの統一は、北ベトナムにおける社会主義革命の経験を南ベトナム

にも適用しようとしたこともあり、省レベルの「合併」を促進した。また、全国範囲

で積極的な移住政策を実施する条件を生み出したために南ベトナムにおける県レ

ベルの行政単位増大をもたらした。しかし、統一直後の中越関係の悪化とソ越関係

の緊密化は、 2つの要因とは別の次元で、省レベルと県レベルにおける行政単位の

変動も生むことになったようである。

このように見てみると、省レベルにおいては共産党地方組織の指導力（影響力）は

党中央に対して、北ベトナムでも南ベトナムでも殆ど発揮されなかった時代のよう

に思われる。それは、ベトナム戦争、南北統一、「カンポジア問題」の発生といった内

外の重要問題が党中央の指導を強めさせる要因になったからである。

こうした中で、県レベルにおいては、南ベトナムでタイグエン地方やメコンデル

タで行政単位が増大した。これが、北ベトナムからの移住者を中心とした共産党地

方組織の「移植」なのか、もともと地元で活動していた地方組織の「成長」によるもの

かは分からないが、共産党の地方組織が強化されていったとの評価はできよう。
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第3章 80年憲法・ 92年憲法と行政単位の変遷

80年憲法は、ベトナムが南北統一を達成して、全国範囲で社会主義革命の段階に

入った時点で制定された憲法である。同じ社会主義憲法でも南ベトナムが民族民

主主義革命の段階にあり、「南部を考慮」しつつ制定された60年憲法とは制定時の環

境が全く異なっている。また、60年憲法が当時のホーチミン国家主席の意向を強く

反映した憲法であったのに対し、80年憲法はホーチミンの後を継いだレ・ズアン書

記長の路線が明確に反映された憲法である。さらに、南北統一以降に顕在化した中

国、カンボジア（ポル・ポト政権）との関係悪化とそれにともなうソ連との緊密な関

係を反映した憲法でもあった。

また、 92年憲法はレ・ズアン死亡後の80年代後半から始まるいわゆるドイモイ

（刷新）路線を反映した憲法である。 80年憲法と比べると、外交路線、経済路線の変

化が如実に示されている。

しかし、80年憲法、92年憲法、そのどちらの憲法の下でも、地方の行政単位は3つ

の階層構造に規定され、全ての行政単位に人民評議会と人民委員会の設置が認めら

れており、この点では、60年憲法下のベトナムとも大差はない。

まず、80年憲法であるが、第9章「人民評議会と人民委員会」の第113条で「ベトナ

ム社会主義共和国の行政単位は、以下のように区分される。国(Nuoc)を省(Tinh)、中

央直属都市(ThanhPho True Thuoc Trung Uong)、これに準ずる行政単位に分ける。

省を県(Huyen)、省直属都市(ThanhPho Thuoc Tinh)、市社(ThiXa)に分け、中央直

属都市を郡(Quan)、県(Huyen)、市社(ThiXa)に分ける。県を社(Xa)、市鎮(ThiTran)に

分け、省直属都市と市社(ThiXa)を坊(Phuong)、社(Xa)に分け、郡(Quan)を坊(Phuong)

に分ける。以上の行政単位にはすべて人民議会と人民委員会を設置する」と規定し

ている汽

これは、92年憲法第9章「人民評議会と人民委員会」の第118条「ベトナム社会主義

共和国の行政単位は、以下のように区分される。 国(Nuoc)を省(Tinh)、中央直轄市

(Thanh Pho True Thuoc Trung Uong)に分ける。省を県(Huyen)、省直属都市(ThanhPho 

ThuocTinh)、市社(ThiXa)に分け、中央直属都市を郡(Quan)、県(Huyen)、市社(ThiXa)

に分ける。県を社 (Xa)、市鎮 (ThiTran)に分け、省直属都市と市社 (ThiXa)を坊

(Phuong)、社(Xa)に分け、郡(Quan)を坊(Phuong)に分ける。各行政単位における人民
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評議会、人民委員会の設置は法律の規定による」”という規定とほとんど同じ内容で

ある又 94年に制定された「人民評議会・人民委員会組織法」の規定では、その第4

条で上記の行政単位全てに人民評議会及び人民委員会の設置を認めているから、全

く同じ内容であるといっても過言ではない。

図2 92年憲法下の行政単位

……省レベル

……県レベル

……社レベル

（注） 92年憲法第 118条に基づいて作図。

ここで敢えて3つの憲法の違いを述べようとすれば、次のことが挙げられよう。

60年憲法では省レベルの行政単位として「自治区(KhuTu Tri)」があったが、80年憲

法ではこれに替わって省レベルに「準ずる行政単位」という文言が出てくる。この

文言に該当する行政単位であったのは「特別区(DaeKhu)」であり、実際に特別区が

設置されたのは80年憲法制定前の79年に新設されたYungTau-Con Dao特別区だけ

であった。92年憲法では、この特別区も省レベル再編によりすでに無くなっていた

為に、このような文言もなくなっている。また、80年憲法から社レベルにおいて「坊

(Phuong)」という呼称の行政単位が新たに設けられている。これは英語でWardと

訳されていることからも分かるように都市部の末端行政単位を示す言葉であり、ベ

トナムにおいて徐々に都市化が進んで来たことを行政単位の呼称に反映させたも

のと思われる。

本章では、以上のように80年憲法と92年憲法の類似性を確認した上で、80年以降
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のベトナムを「カンボジア問題」の国内的解決以前と以後の2つに時期区分して、行

政単位の変遷を論じていきたい。「カンボジア問題」は、一般にベトナムがカンボジ

アに軍隊を進駐させた1978年12月に発生し、91年10月の「カンポジア問題」に関する

パリ和平協定締結によって終結したと言われている。この「カンボジア問題」発生

以来、ベトナムはソ連の支援を受けつつ｀インドシナ三国（ベトナム、ラオス、カンポ

ジア）における排他的な指導権を確保しようとしていた。しかし、80年代後半にな

ると、ベトナムを支援してきたソ連自身の変化に促され、カンポジアからの軍の完

全撤退を決意し、88年には従来のソ連との「全面的協力関係」を基本とした外交路線

の変更を内外に示すべく、80年憲法を修正するに至る。そして、89年9月にはカン

ポジアからの自国軍の撤退完了宜言を発表する。本稿でいう「カンボジア問題」の

国内的解決とは概ねこのようなことを指している。筆者が本稿でこのような時代

区分をしたのは、言うまでもなくこのようなベトナムの決意がドイモイ路線を定着

させ、その結果が行政単位の変化に最も大きな影響を与えていると考えたからであ

る。

第1節「カンポジア問題」の国内的解決以前

本節でも、まず、省レベルの検討から始めたい。この時期の特徴は、省レベルの行

政単位同士の合併や分割が79年5月から89年6月まで長期にわたり全くなかった

ことである。これは、ベトナムの現代史においては稀に見る「安定期」であったこと

を示している。では何故、省レペルの合併や分割が無かったのであろうか。筆者は

ここで2つの要因を指摘しておきたい。

一つは、経済計画における省の位置付けに根本的な変化が見られなかったという

ことである。80年代前半にベトナムが抱えていた経済問題とは、計画どおりに資材

の供給ができず、それを如何に確保するのかという問題であり、「計画」という枠組

み自体に変更は無かった。また、80年代後半に入って従来の「計画経済」に限界を感

じ始めてからも、ベトナム自身が自国をめぐる国際環境に見通しを立てられず、し

かも、88年前半までは自ら始めた経済改革による経済混乱の収拾に翻弄されていた

ために、長期的な展望にたった省レベルの位置付けについて考える余裕さえなかっ

た。
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今ひとつは、各省・都市自身にも再編を望む姿勢が乏しかったことである。各

省・都市は国家中央の経済統制が依然として強かった80年代前半には、計画目標を

達成するためには国家中央に依存せざるを得なかったのであり、依存できない場合

には必要に応じて中央からの権限移譲を獲得することに関心を寄せていた。 80年

代後半に入っても87年頃には、まだ、省レベルの再編による利益を見通せなかった

ように思われる。

次に、このような省レベルの「安定期」に県レベルと社レベルではどのような変化

が生じていたのかを表8と124ページの表9を参照しながら検討したい。

表8と表9に記入している79年の行政単位数は1979年6月30日時点のものであ

るから、これらの表は省レベルの再編が全く無かったことを前提に見ることができ

る。従って、各県・社レペルの行政単位数の変化が容易に比較できる。

まず、県レベルについて検討する。

表8に示した79年から87年までの間に、全国で472単位から523単位へと51単位増

えている。南北の内訳は北ベトナムが14単位、南ベトナムが37単位で、南ベトナム

での増大が目立つ。結果として、北ベトナムと南ベトナムの行政単位数は276対247

とかなり近づいた。北ベトナムについては県レベルの行政単位数が再び増えてき

たことが注目される。

7つの地域区分別に見ると、北ベトナムでは北部の中原部・山岳部が5単位増、

以下、紅河デルタが4単位増、旧第4区が5単位増、南ベトナムの中部沿岸地域が18

単位増、タイグエン地方が11単位増、東南部は変化がなく、メコンデルタが8単位増

となっている。北ベトナムではどの地域も同じような増え方であるが、南ベトナム

では中部沿岸地域の増大が著しい。理由は定かではないが、人口の増加率が全国平

均を下回っている地域であることを考慮すると、同地域では地元の地方組織が成長

した結果である可能性が高い。当時、南ベトナムでこの地方が農業集団化政策で最

も先進地域となった理由も垣間見られる。また、主要な移民受け入れ地域であった

タイグエン地方、メコンデルタの行政単位数も相変わらず増大している。特にダッ

クラック省は人口が1.5倍に増え、 6単位も増えている。 79年から87年に人口は全

国で971万人増え、87年の総人口は79年比1.2倍弱となった。南北の内訳は北ベトナ

ムが452万人増、南ベトナムが519万人増である。79年時点では北ベトナムのほうが
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南ベトナムよりも209万人に多かったから、北ベトナムを凌ぐ南ベトナムの人口増

大が移住政策を含む人口移動によってもたらされていることは容易に推測できる。

タイグエン地方の人口がこの期間に1.4倍以上となっているのはそれを物語ってい

る。少数民族が多数居住する、北部の中原部・山岳部やタイグエン地方は1県あた

りの人口が少ないが、この時期までにこのような地域に移住した多くがペトナムの

総人口の約85％を占めるキン族（狭い意味でのベトナム人）であったことを考える

と、実質的には増大した県の多くはタイグエン地方外部からの党地方組織の「移植」

であるように思われる。

尚、この時期に県レベルの行政単位再編に影響を与えた可能性のある政策として

は、70年代後半からの県レベル重視政策が考えられる”。県を農業中心に工業とも

有機的に結合した経済単位とみなし、県の機関に、経済計画と経済管理についての

権限と責任を付与するという内容である。かつて、北ベトナムで60年代初めに省レ

ベルについて同様の措置をとった（但し、省レベルでは工業に重点が置かれていた）

ときには、上述のように省レベルの「合併」という行政単位の再編をもたらしたが、

県レベルではどうであったのであろうか。表8を見る限りでは、この政策による県

レベルの行政単位再編とみられる現象は無いようにも思われるが、ベトナム統一後

に北ベトナムで県レベルの行政単位数が再び増大に転じているのは、この政策が

「分割」に作用した結果なのかもしれない。

次に、社レベルの行政単位数の変遷について表9を参照しつつ検討したい。

筆者がベトナムの公刊資料によって南ベトナムの社レベルにおける行政単位数

を確認できるのはこの時点からである。そこで、まず、最初に指摘しなければなら

ないのは、社レベルにおける行政単位数の南北格差である。

80年の段階で、全国には9,505単位あるが、その南北の内訳は北ベトナムが6,280単

位、南ベトナムが3,225単位である。その差は実に3,055単位もあり、大雑把に表現す

れば南ベトナムには北ベトナムの約半分しか行政単位がない。このことは、言うま

でもなく、社レペルの人民評議会が北ベトナムの半分しか組織できないことを示し

ている。この数値は、60年段階では全2,627社のうち1,373社でしか自主管理人民委

員会が組織されていなかったこと、 69年段階では革命人民委員会が全1,600社のう

ち1,300社にしか設立できていなかったこと、さらに75年の「南部解放」時点では
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表8 県レペルの行政単伯i改の変イl(l979 年ー 1987~ E) 
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- 121 -



共産党の全党員数約148万のうち、南の党組織が管理していたのはその 1割にも満

たない約13万人であったこと、などを勘案すれば納得できない数値ではなく、むし

ろ共産党地方組織が党中央から支援を受けつつ懸命に努力した結果なのかもしれ

ない。ただ、当時の人民評議会代表選挙法11条によれば、社レベルの人民評議会は

20人ー35人の代表(6,000人以上の社・市鎮では40人まで）を選出することになって

いたから、南ベトナムで約3,000単位も少ないということは、当時の 1社平均の人口

（表13参照）から考えても最低7万人程度は人民評議会代表が北ベトナムよりも少

ないことを意味している。当時はまだドイモイ前であり、人民評議会代表には党中

央の政策を行政の末端組織に周知徹底させる役割が現在以上に期待されていたは

ずであり、その意味では「南部解放」から 5年を経た段階でも南ベトナムの党地方組

織の指導力は北ベトナムのそれに比べてかなり低く、南ベトナムでは北ベトナムよ

り国家権力も浸透しにくい状況にあったことは間違いない。

このような事情を反映してか、この時期の社レベルの行政単位数は北ベトナムよ

りも南ベトナムの方が急速に増大している。具体的には80年から87年にかけて、全

国で484単位増えたが、その南北の内訳は北ベトナムが172単位なのに対し、南ベト

ナムは312単位である。その差は7年間で140単位縮小している。しかし、まだ87年

段階に至ってもその格差は2,915単位と大きい。

7つの地域区分別に見ると、北ベトナムでは北部の中原部・山岳部が30単位増、

以下、紅河デルタが67単位増、旧第4区が75単位増、南ベトナムの中部沿岸地域が

133単位増、タイグエン地方が102単位増、東南部は95減、メコンデルタが172単位増

となっている。北ベトナムでは、おおよそ県レベルと同じような傾向で、81年にCao

Bang省、 HoangLien Son省で急増が一時的に見られたほかは、どこの地方でも比較

的安定した動きを示している。南ベトナムでは、中部沿岸地方、タイグエン地方、メ

コンデルタの急増が注目される。概ね、県レベルの動きと同じであるが、メコンデ

ルタでは社レベルの行政単位数増大が県レベルの行政単位数増大に余り結びつい

ていない。この3つの地域では過半数の省・都市が前年よりも20以上も行政単位

を増大させるなど、急激な変化を経験している点が北ベトナムとは異なる。このほ

か、東南部については80年の急減も目を引く。ただし、東南部の急減は殆ど HoChi

Minh 市の急減によるものであり、他の省•特別区は比較的安定していた。また、南
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ベトナムでは短期間に行政単位の急増のみならず、急減も見られる省があった。

NghiaBinh省、 DaeLac省、AnGiang省、TienGiang省などである。上述のような行

政単位が急増・急減した省の中には、中越関係の悪化や、カンボジア紛争が影響し

ていると思われる省もあるが、そのような影響を受けなかったであろう地域もあ

り、その原因究明は今後の課題としたい。

この時期全体としては、北ベトナムでは安定した形で共産党地方組織の指導力が

増し、南ベトナムでは過半数の省・都市で社レベルの行政単位の急増、急減を経験

するなど不安定な側面があったが、北ベトナム以上に共産党地方組織の指導力は増

した。

第2節 「カンボジア問題」の国内的解決以後

では、89年以降生じた、変化とはどのようなものであったのであろうか．

まず、省レベルの行政単位数の変化から検討したい。この時期の最大の特徴はか

つて合併された省が、元の省へ分割され、計画経済が定着する1960年以前の段階に

まで戻っていることであり、その結果、省レペルの行政単位数が急増したことであ

る。．この傾向は96年まで続いた。具体的には89年以降に次のような変化がおきた

のである。

まず、第8期第5次国会(1989年6月日ー6月30日）において、

NghiaBinh省を QuangNgai省と BinhDinh省に分割

PhuKhanh省をPhuYen省と KhanhHoa省に分割

Binh Tri Thien省をQuangBinh省、QuangTri省、 ThuaThien -Hue省に分割

いずれも、旧南ペトナムに属する省であるが、これにより40単位(36省、 3中央直属

都市、 1特別区）から44単位(3中央直属都市、40中央直属省、 1特別区）になった°°。

さらに、第8期第9次国会(1991年7月27日ー 8月12日）では北ベトナムに属す

る省・都市を中心に、

NgheTinh省をNgheAn省（省都Vinh)とHaTinh省（省都HaTinh)に分割

Hoang Lien Son省を YenBai省（省都YenBai)とLaoCai省（省都LaoCai)に分割

Ha Tuyen省を HaGiang省と TuyenQuang省に分割

Gia Lai -Kon Tum省をGiaLai省（省都PlaiCu)とKonTum省（省都KonTum)に分割
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表 9 社レペルの行政単位数の変化（北ペトナム 1979年ー 1989年
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HaSonBinh省を HoaBinh省（省都HoaBinh)とHaTay省（省都HoaDong)に分割

Vung Tau特別区と DongNai省に帰属していた3つの県(LongDat県、 ChauThanh 

県、 XuyenMoc県）を合併してBaRia -Vung Tau省を新設

HaNoi市のMeLinh県をVinhPhu省へ転属

HaNoi市のSonTay市社と 5つの県(HoaiDuc県、 PhucTho県、 DanPhuoc県、 Ban

Vien県ThanhThat県）を HaTay省へ転属“

その結果、ベトナムの省レベルの行政単位は44単位からから49単位(3中央直属都

市、46中央直属省）へと増大した。

しかも、上述の決定からわずか5ヶ月後の第8期10次国会 (19991年12月10日一

26)において、今度は南ベトナムを中心に

Thuan Hai省をNinhThuan省と BinhThuan省に分割

Hau Giang省を CanTho省と SocTrang省に分割

CuuLong省をVinhLong省と TraVinh省に分割

Ha Nam Ninh省をNamHa省とNinhBinh省に分割62

53単位から57単位へ(3中央直属都市・ 50省）増大した。

そして、92年憲法公布後の第9期第10次国会(1996年10月15日ー11月12日）におい

て

Bae Thai省をBaeCan省と ThaiNguyen省に分割

HaBac省をBaeGiang省と BaeNinh省に分割

Hai Hung省を HaiDuong省と HungYen省に分割

Minh Hai省をBaeLieu省と CaMau省に分割

Nam Ha省をHaNam省とNamDinh省に分割

Quang Nam -Da Nang省をQuangNam省と ThanhPho Da Nang（ダナン市）に分割

Song Be省をBinhDuong省と BinhPhuoc省に分割

VinhPhu省を PhuTho省と VinhPhuc省に分割6J

53単位から61単位(3中央直属都市、58中央直属省）へと変化し、今日に至っている。

以上の変化をまとめたのが127ページの表10である。概ね、南北のバランスを取

りながら分割されていったことが分かるであろう。

では、何故このように急速に各省・都市が分割されたのであろうか。筆者は少な
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くとも 3つの要因があったと考える。

第一は、経済政策の中で省・都市の位置付けが変化したことである。従来、社会主

義的な計画経済の中で、党中央は一つの計画単位として各省・都市を強い統制の下

に置いてきた。しかし、ドイモイ路線の下で市場メカニズムを利用したマクロ経済

管理に重心を移し始めたために、党中央にとっても各省・都市の枠組みを変更する

ことに対して許容できる範囲が拡大したと思われる。ベトナム戦争のときのよう

に、各省・都市が一つの自己完結的な経済単位となることを目指す必要も薄らいで

いた。

第二は、各省・都市の党地方組織も党中央に頼った経済管理に限界を感じ、外国

からの投資を直接受け入れることに利益を感じ始めたことである。 89年の東欧諸

国における共産主義政権の崩壊とソ連の動揺、さらに91年にはソ連からの援助が従

来の10分の 1程度に激減する一方で、87年末に制定された外国投資法が近隣諸国か

ら好意的に受け止められ、徐々に投資案件もまとまり始めていた。そして、外国投

資による利益を各省・都市が確保するべく、中央からの権限移譲だけでなく省・都

市の分割までも構想されるようになったのではないかと思われる。省・都市にとっ

て分割の必要性が認識され始めたのである。

第三は、かつて合併によって政治的・経済的不利益を受けていた省・都市では不

満が鬱積していたと思われるが、このような省・都市が第一、第二の要因で述べた

状況の中で分割を希望するようになったのではないかということである。そもそ

も各省・都市の「合併」は70年代末まで党中央の主導で行われたものであったから

である。

1986年12月の第6回党大会でドイモイが始まると、人民評議会における民主化が

強調され、87年11月には「第1回人民評議会全国大会」が開催されている。89年から

96年に各省・都市が再編されていた期間には、90年に「第2回人民評議会全国大会」

が、91年3月に「第3回人民評議会全国大会」が開催され、人民評議会・人民委員会

組織法も89年、94年に改正されるなど、党中央自身も地方と中央の関係に大きな関

心を払うようになっていた。このような中で、党地方組織が指導力を発揮できる余

地が急速に生まれていったように思われる。 実際に、1992年憲法制定過程では中

央の地方に対する統一的な指導を如何に保証するのか重要な論点となった程である。
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表 10 省レベルの行政単位の変化(1989年ー 1996年）
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次に、県レベルと社レベルの変化を129ページ、 130ページに掲げた表11、表12を参

照しつつ検討したい。表には現在の省・都市名のみが記載されているが、各年度時

点での省・都市の名称は表IOを見れば簡単に特定できる。ただ、ここでは、検討に入

る前に改めて確認・注意しておきたいことがある。それは、表11、表12の行政単位

数は、表記の年度時点のものであると言うことである。そのことを十分に考慮して

おかないと思わぬ資料の読み違えが生じてしまう。

具体的に問題となるのは、省の再編に伴って県レベルが一部移動している場合で

ある。例えば、県レベルの動向を知らないと次のような読み違いが生じてしまう。

91年7月にHaNoi市が再編されているが、その際に 1県がVinhPhu省に、 1市社

5県がHaTay省に帰属することになった。従って、HaNoi市の行政単位数が89年

の16単位から93年には9単位になっているのは、各行政単位の「帰属先変更」による

ものであるのに、「合併」と読み間違えてしまうのである。また、地域別の動向を検

討する際にも 7つの地域区分をまたいで帰属が変更される場合も注意を要する。

表11ではHaNoiのI県がVinhPhu省へ帰属を変えている。筆者の知り得た限り

では表11ではこの例だけである。ただし、同じ地域内の県レベルの移動と言うこと

では、これまで述べてきた変化の他に、94年から98年にかけてSonLa省の2県が今

日のBaeKan省へと帰属を変更している“。帰属の変更があったこと自体は表12の

面積の変化からも推測できよう。このような県レベルの変化に伴い、社レベルも変

化していることは言うまでもない。

以上のことを確認した上で、表11に示した県レベルの変化をみると、89年から98

年の9年間には次のような点が指摘できる。

全国レベルでは63単位が増えており、79年から87年までの変化とほとんど同じよ

うに見える。しかし、その南北の内訳を見ると、北ベトナムで37単位、南ベトナムで

26単位増えており、南北の差が36単位と開いている。

7つの地域区分別に見ると、北ペトナムでは北部の中原部・山岳部が9単位増、

以下、紅河デルタが16単位増、旧第4区が12単位増、南ベトナムの中部沿岸地域が6

単位増、タイグエン地方が6単位増、東南部が10単位増、メコンデルタが4単位増と

なっている。ただし、この期間には上述のように地域をまたいで帰属が変更された

県が1つあるので、実質的には北部の中原部・山岳部が8単位増、紅河デルタが17
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単位増となる。北ベトナムでは北部の中原部・山岳部と旧第4区では各省で平均

的に増大しており、比較的安定した印象を受ける。紅河デルタでの単位急増は域内

の一部の省で生じている変化による。具体的には、96年にHaiHung省を分割して

元の行政単位に戻ったHaiDuong省と HungYen省、NamHa省を分割して元の行

政単位に戻った HaNam省と NamDinh省の行政単位急増が目立っている。表11

では分からないが、別の資料で見ると“、HaiDuong省では77年段階にあった2つの

行政単位が一度合併し、元に戻ったことによる増大が4県あり、新たに分割してで

きた県が1県である。HungYen省ではそれが1県ずつであった。HaNam省とNam

Dinh省の場合は増大した3県は全て新しく分割されてできた県であった。南ベト

ナムでは相変わらず中部沿岸地方、タイグエン地方、メコンデルタで県レベルの行

政単位が増大しているが、そのペースはいずれの地域でも79年から87年までよりも

落ちている。東南部ではこの時期になって10単位も増大しているが、この東南部も

含め、各省・都市で平均的に増大しており、89年までの時期よりは比較的安定した変

化を示している。

一部の例外はあるものの、省レベルで急激に進んだ再編とは異なり、この時期の

このような県レベルの安定した行政単位数増大は、県レベルの党地方組織の基盤が

強化されてきていることを示唆しているのかもしれない。しかし、1992年憲法制定

過程で国家機関簡素化などの課題との関連で出てきた「県レベルにおける人民評議

会の設置を廃止するか否か」という議論が全くなかったかのように、県レベルの行

政単位が増大し、人民評議会が設置されているのはどのような理由なのであろうか“・

当時の廃止論が党政治局の意向を反映していただけに、党地方組織の党中央に対す

る一つの対応としてみることも可能かもしれない。

次に、社レベルの行政単位の変化について132ページの表12を参照しつつ検討し

てみたい。

社レベルの行政単位数は、98年には全国で10,331単位となった。 89年から98年の

9年間には全国で313単位増えている。南北の内訳は北ベトナムが193単位増、南ベ

トナム120単位増である。南北格差は73単位拡大し、98年段階では北ベトナムの総

単位数は6,643、南ベトナムのそれは3,688となった。南北統一から23年を経ても、依

然として2,955単位の差がある。



前節で述べたように、共産党地方組織、とりわけ社レベルの党地方組織の指導力

は北ベトナムに比べて南ベトナムでは格段に低いように思われる。しかし、なぜこ

れほど長期間に亘って社レベルの行政単位数にこれほどの差が存在しつづけてい

るのであろうか。この点については、本稿の最後で筆者の考えをまとめることにし

たい。

また、 7つの地城別に見ると、北ベトナムでは北部の中原部・山岳部が96単位増、

以下、紅河デルタが30単位増、旧第4区が67単位増、南ベトナムの中部沿岸地城が27

単位増、タイグエン地方が90単位増、東南部が70単位増、メコンデルタが67単位減と

なっている。前述の地域をまたいでの帰属変更による修正をすると実質的には北

部の中原部・山岳部が72単位増、紅河デルタが54単位増となる。北ベトナムでは、

3地域全てにおいて安定した変化をしている。南ベトナムでは、タイグエン地方の

Dale Lac省が47単位、 GiaLai省と KonTum省が併せて36単位も増やしている。人

口の変化を見ても依然としてこの時期も多くの移住者がこの地域にきていること

が分かる。また、東南部では89年当時DongNai省であった地域の変化が著しい。

98年段階でもともとDongNai省に帰属していた3県に属する社レベルの行政単位

はBaRia Yung Tau省に44単位あり、DongNai省自身も163単位となっているから、

もし 3県の帰属に変更がなかったならばDongNai省は207単位を有する省になっ

ていたはずである。ということは、 89年から98年に実質84単位も増えたことにな

る。 DongNai省、BaRia Yung Tau省も人口移動によって急激に人口が増えている

地域である。メコンデルタでは89年から98年にかけて省によって大きな違いがあっ

た。 LongAn省、 DongThap省ではこの間にそれぞれ31単位、20単位増大している。

しかし、ベトナムの最南端に位置する CaMau省、BaeLieu省、 KienGiang省、 Soc

Trang省、 CanTho省では89年から93年にかけて合計162単位も急減しているのが

注目される。この5省のその後は比較的安定しているが、急減の原因は何なのであ

ろうか。その究明も今後の課題としたい“。

ベトナムの総人口は89年から99年までのIO年間に1,300万人増え、 7,632万人と

なった。この10年間に北ベトナムで570万人、南ベトナムで730万人増えた。そし

て、この間に南ベトナムの方が北ベトナムより人口が多くなった。依然として、北

ベトナムから南ベトナムヘの流入が続いていることを示している。このような、人
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表 11 県レベルの行政単位数の変化(1989年ー 1998年）
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口の移動が南ベトナムにおける社レベルの変化に大きな影響を与えていることは

上述の変化で読み取ることができよう。

以上のことから、概ね、この時期には共産党地方組織は北ベトナムで指導力を安

定した形で増大させているように思われる。しかし、南ペトナムでは全体として党

地方組織の指導力を増しているものの、地域により、あるいは省により大きな違い

が見られる。特に、メコンデルタは党地方組織の指導力が減少したようにも見られ

る変化があっただけに注目される。

結論にかえて

最後に、本稿の目的に沿って全体をまとめてみたい。

本稿の課題の一つは、ベトナムが独立宣言をした1945年から今日までを対象期間

として、行政単位がどのような要因によって、どのように変遷してきたのかをでき

うる限り明らかにすることであった。ここでは、まず、これまでの考察で行政単位

の変遷をどこまで明らかにできたのかを再確認したい。

筆者は、省レベルの行政単位の変遷については南ベトナムの54年から75年までの

変遷を除いて概ね明らかにできたと考える。しかし、すでに第2章第1節でも述べ

たように省レベル同士の合併、分割のほかに、 A省がB省の一部を吸収合併した

ケースなどについては、依然として十分には明らかにできていないと考えている。

県レベルと社レベルの行政単位の変遷については、入手できた資料的な限界もあ

り、北ベトナムについては、60年以降になって漸くその概要を示せただけで、南ベト

ナムについては省レベルと同様に南北統一以降でないと殆ど明らかにすることは

できなかった。統一以前の南ベトナムについては、旧サイゴン政権の資料を用いる

必要性を強く感じる結果となった。

現在、筆者の手元にあるベトナム統計総局の資料では、具体的に一つ一つの行政

単位の名称を特定してその変遷をほぽ明らかにできるのは、県レベルについては77

年までである“。しかし、社レペルについては93年までしか遡ることはできない。

知人を通じてペトナム統計総局に問い合わせてみたが、社レベルまでの名称を明記

した資料は93年に出版したものが一番古いものであるとのことであった。行政単
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表 13 県・社レペルの行政単位数の変化(1960年ー 98年）
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位数の変遷であれば、もう少し詳しい考察が可能ではないかと思うが、社レベルま

で丹念に追って45年以降の歴史を再構成することは、現状では不可能であろう。ベ

トナムの人々による今後の研究に期待したい。

次に、行政単位に変化をもたらした要因についてであるが、これまで述べてきた

ようにそれは時代によって異なる。以下、筆者が重視した要因とそれがもたらした

行政単位再編への影響を仮説段階のものも含めて列記しておくことにする。

第ーは、戦争や紛争の影響である。まず、第一次インドシナ戦争。この戦争の下

では、46年憲法に定められた行政区分に基づいた行政は殆ど機能しなかった。軍事

的要請から「区」や「連区」という単位が設けられた。次に、ベトナム戦争。戦争中は

省レベルの「合併」を促した。戦争の勝利がベトナムの統一をもたらし、この早期統

ーが省レベルの無理な「合併」を促進し、後に「分割」の促進要因となる。最後に「カ

ンポジア問題」の発生。社会主義的な計画経済の維持を前提に、省レベルの固定化

を招いた

第二は、社会主義的な計画経済における各行政単位の位置付けの変化である。60

年代初期の省レベルの位置付けの変更は、南北統一に至るまで省レベルの「合併」を

促す方向で大きく影響した。 70年代後半の県レベルの位置付けの変化が県レベル

再編にどのような影響を与えたのかは判然としなかったが、「分割」の方向に作用し

た可能性のあることを示唆した。その後、計画経済自体が見直されると、省レベル

では「分割」の方向へ作用した。

第三は、人口の増大。各地域において県レベル、社レベルの行政単位増大を促す

基本的要因であった。また、平野部の人口過密地域からの人口移動（移住政策によ

るものを含め）をもたらし、人口の過疎地域における県レベル、社レペルの行政単位

数急増の原因となった。また、移住政策は移住先の少数民族の定住化を促し、社レ

ベルの行政単位を増大させた。南北統一は、全国範囲での人口移動を促した。

本稿の今ひとつの課題であった、行政単位の変遷過程を考察することによって、

党地方組織はどの程度、また、どのように指導力を発揮してきたのか、という点につ

いて簡略にまとめておきたい。本稿でいう党地方組織の指導力とは、具体的には2

つの意味を持っていた。一つは「人民評議会選挙を実施できるだけの指導力」、今ひ

とつは「当該地方の所轄事項に関する党中央に対しての影響力」である。省レベル
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については後者を中心に、県レベルについては双方を、社レベルについては前者を

視野に入れて考察してきた。

まず、省レベルの党組織については、 1950年代末まで人民評議会選挙そのものが

行われず、「人民評議会選挙を実施できるだけの指導力」を発揮できるようになるの

はそれ以降のことである。60年代初め、党地方組織は「計画単位」の指導者としての

地位を付与される。このような地位を与えられたことで、党中央指導のもとで省レ

ベル独自に経済計画を立案することが可能になった。しかし、その後のベトナム戦

争、カンボジア紛争などで戦時下あるいは準戦時下に置かれたことにより、党中央

から与えられた計画指標を達成するために、下位レベルの党組織を指導、監督する

役割の方が重視されるようになった。80年代半ばから、それまでベトナムの中央集

権的な計画経済を支えてきた前提が崩れ始め、省レベルの党組織はもはや党中央に

依存できなくなり、自らのイニシアティプを発揮し始める。「当該地方の所轄事項

に関する党中央に対しての影響力」の一つの表れが89年以降の急速な省レペルの行

政単位「分割」であったように思われる。

次に、県レベルの党組織については、行政単位の変遷からは「当該地方の所轄事項

に関する党中央に対しての影響力」（あるいは上級である省レベルに対しての影響

カ）を発揮してきたのかどうかは殆ど分からなかった。表13によって改めて確認す

るならば、 1964年から1979年までの行政単位の減少とその後の増大の背景が十分に

読み取れなかったからである。しかし、「人民評議会選挙を実施できるだけの指導

カ」は県レベルの行政単位の増減から判断する限り、全国的に増大してきたと言っ

てよい。しかし、「どの程度」指導力が増大されてきたかは7つの地域格差が大き

い。北ベトナムについては表13にあるように、 1960年から1998年までの変化を見る

と、北部の中原部・・山岳部はほぼ同じ程度であるのに対し、旧第4区は一貫して増

大してきた。南ベトナムではタイグエン地方を筆頭に大幅に増大しているといっ

てよい。

最後に、社レベルの党組織については、「人民評議会選挙を実施できるだけの指導

カ」を南北統一後の79年以降は全国的に増大させている。しかし、98年段階でも北

ベトナムの総単位数は6,643、南ベトナムのそれは3,688であり、南北統一から23年を

経ても、依然として2,955単位の差があることは、南ベトナムにおける党基礎組織が
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北ベトナムのそれに比べて「人民評議会選挙を実施できるだけの指導力」に極めて

劣っていることをしている。それは同時に国家権力が末端まで浸透しにくい状況

であることを示しており、北ベトナムに比べて南ベトナムの国民一人一人にとっ

て、共産党が身近な存在ではなく、遠い存在であることを示している。

もっとも、ここでのより重要な問題は、①南ベトナムにおける党基礎組織が北ベ

トナムのそれに比べて「人民評議会選挙を実施できるだけの指導力」に極めて劣っ

ていること、②国家権力が末端まで浸透しにくい状況であること、③北ベトナムに

比べて南ベトナムの国民一人一人にとって、共産党が身近な存在ではなく、遠い存

在であること、の理由、是非をベトナムの人々がどのように理解・評価しているの

か、なのであろう。この点について、筆者なりの視点から考えるところを書いて本

稿を終わることにしたい。

①について

そもそも、南ベトナムにおいて社レベルの行政単位数が北ベトナムに比べて極め

て少ない理由の一つには、その地域の自然条件と開発史の違いから生まれた村落数

の違い（ここでは、末端の行政村としての社の数を指す）があった可能性が高い。そ

うであるならば、現在の南北間の格差は「当然」とも思えるかも知れない。しかし、

社がApやThonと言われるいくつかの自然村から形成されていることを考慮すれ

ば、ベトナム共産党（地方組織）に意志と能力が備わっているのであれば、従来から

存在する社を分割して新しい社を誕生させることもできたであろう。ところが、今

回使用した資料を見た限りでは、南ベトナムでは従来の社を分割して新しい社があ

まり形成されなかったように思われる。南ベトナムでは社レベルの行政単位数が

79年から98年までに463単位増大している。その内訳は、中部沿岸地方で180単位

増、タイグエン地方で224単位増、メコンデルタで105単位増であり、東南部では46単

位減である。つまり、増大した行政単位数の6割以上がタイグエン地方とメコンデ

ルタという新経済区が数多くつくられた地域での増大であり、山岳民族の定住化や

移住者受け入れが新しい社を設立する大きな要因になっていた地域での増大だか

らである。勿論、従来の社を分割して新しい社をつくろうと努力をした形跡がない

わけではない。たとえば、中部沿岸地方で180単位も単位数が増大しているし、メコ

ンデルタでも89年段階で79年比172単位増にまでなっている。これは、少なくとも
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ドイモイ以前、従来の方法で農業集団化を進めようとしていた時期にはそのような

意志あるいは能力もあったことを示唆している。しかし、従来の方法による農業集

団化はメコンデルタでは殆ど成功しなかった。その後の経緯は、周知の通り、いま

では多様な合作社形態が模索されている。かつて北ベトナムで実施されていた集

権的な「計画経済」の下では、計画達成の為に合作社では共産党幹部が合作社主任と

なり、全社レベルの合作社化も進められていたが、現在ではそのような政策は破綻

あるいは放棄されている。このことは次で述べる②に関連してくる。

②について

今日の南ベトナムでは北ベトナムに比べると国家権力が末端にまで浸透しにく

い状態であることは否めない。しかし、国家権力を末端にまで浸透させるとはどう

いうことであろうか。どこまで浸透させれば良いのであろうか。

集権的な「計画経済」のもとでは答えは比較的簡単であった。農業であれば、労働

（農民）も生産物も直接管理できる農業生産合作社レベルまでというのが一つの答

えである。工業であれば企業レベルまでであろう。実際、北ペトナムではそこまで

国家権力は直接及んでいた。当時の党指導者は農業生産合作社の規模と行政単位

の規模を同じにしようとして、合作社の規模を拡大し行政単位である社に一つの合

作社というモデルを提起したこともあった。人口規模を一つの目安として考える

と、79年当時、社レベルの 1行政単位当たりの平均人口規模は紅河デルタで5.7千人

であった。

③について

しかし、ドイモイ以降、経済管理の方法は「市場経済」化の方向へ大きく変わった。

労働と生産物を直接管理しなくなった今、共産党指導者自身がどこまで国家権力を

浸透させるべきであると考えているのであろうか。 98年現在の社レベルの 1行政

単位当たりに平均人口は、北ベトナムの中原部・山岳部が4.6千人、紅河デルタが7.2

千人、旧第4区が5.8千人、中部沿岸地域が8.3千人、タイグエンが7.2千人、東南部が

13.3千人、メコンデルタが11.6千人である。これはあくまでも平均値であるが、 7地

域間の格差は3倍以内であり、山岳部、あるいは、デルタ地帯というように自然環境

の似ているところ同士を南北比較すれば2倍未満の格差である。筆者には、現在の

共産党指導部は、この程度の地方別格差や南北格差を余り気にしておらず、党・国
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家権力の直接的な浸透はこの程度でよいと考えているように思われる。第3章第

2節で考察したように、南北殆ど同じように社レペルの行政単位が増えているから

である。

同時にペトナムの国民もこの南北格差をあまり気にしていないように思える。

少なくとも南ベトナムの国民の声として人民評議会のよりきめ細かい設置を求め

る要望が聞こえてこないからである。

そうであるとするならば、一体ペトナムにおいて社レベルにおける行政に党や国

民は何を期待しているのであろうか。行政改革、公務員制度のあり方にも影響を与

えそうなだけに、そのような観点から今後のベトナムの成り行きを見守っていきた

い”・

1 拙稿「ヴェトナム統一後の共産党の動向ー第5回党大会におけるレ・ドウック・ト報告

の検討を中心として一」『共産主義と国際政治』通巻第30号、20~65頁、日本国際問題研究

所、 1983年。

2 ベトナム共産党の地方別党員数・党組織数は5年に 1回開催される党大会の公刊文献に

おいても、殆ど明らかにされることはない。筆者の知る限り、 96年の第8回党大会の際

に、各省・都市別の党員数・党組織数が国内プレス用に配布されたのが初めてである。こ

れに対して、本稿で使用するベトナムの『統計年鑑(NienGiam Thong Ke)』では省レベル

はもとより、県レベル、社レベルまでの行政単位数が明らかにされている。

3 Thong Tan Xa Viet-Nam Van Phong Chinh Phu, Chinh Phu Viet Nam 1945-1998,Nha Xuat Ban 

Chinh Tri Quoc Gia,1999,tr.30.本稿の表4では、北部(BaeBo)とはTinhThanh Hoa以下の

5つの行政単位を除く地域である。従って、州・郡を含めても1960年段階では県と市社

に相当する行政単位の数は234である。 45年当時からl5年を経た段階でも大きな変化は

なかったといえよう。但し、筆者が引用した著書自体の出版は99年であり、その著者が依

拠した文献も不明なので必ずしも45年段階の行政単位数であるとも断言できない。

4 Sach tren, tr.30.祈（Ky)という行政単位は部(Bo)と同様に、全国を北部、中部、南部と 3つ

の分割するときに使用された行政単位と思われるが、文言どおりに考えれば、中央直属都

市、折(Ky)、省が同レベルの行政単位であり、そのうち祈(Ky)と省には市社という行政単

位が設けられるということであろう。祈 (Ky)が中央直属都市や省と同じレベルに位置

付けられている点について、筆者は疑問をもつが、政令77号原文を未見であるので、ここ

では参考にしたベトナム語文献に従った。．

5 ここで紹介した条文は、筆者が『資料 ペトナム解放史 I』労働旬報社、 1970年、419頁に

翻訳されているものを参考にして、関連諸文献から分かる範囲で本文で使用している言
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葉に直したものである。従って、原文から翻訳したものでないために、県レベル以下の行

政単位名を特定することができない。具体的には、上述の本の翻訳では「市」、「鎮（町）」、

「郷」、「郷村」と訳されていた部分の原語がそれぞれ「市」がThanhPhoなのかThiXaなの

か，「鎮」がThiTranなのかThiXaなのか、「郷」がPhuongなのかXaなのかなどが判然と

しない）

6 Thong Tan Xa Viet-Nam Van Phong Chinh Phu, sach da dan, tr.38.尚、この時期の区や連区の

再編などについては古田元夫『ベトナム共産主義者の民族政策史』大月書店、 1991年が詳

しく論じている。

7 Sach tren, tr.299. 

8 省レベルよりも下位の県レベルに相当する行政単位の地名も含まれている可能性があ

る。例えば、第1区のPhucYen，第IO区のVinhYen，第l2区のHonGai, Quang Yenなどは、

筆者が本稿で使用した資料では、その後の省レベルの統廃合において全く言及されるこ

とはなかった。この点を明らかにするには、フランス統治下の行政単位などとも照合す

る必要があろう。

9 古田元夫、前掲書、372頁。尚、古田は、このl2区を「戦区」として紹介している。

lO Sach tren, tr.39. 

ll Nhu tren．尚、1948年までに15に行政区・軍区が増えていたと言うのは、北部に7つ、中部

に4つ、南部に4つの区があったという資料の記述から筆者が逆算したものである。筆

者自身は、l2区が設置されたあと、第14区とサイゴン・チョロン特別区が増えたことは確

認できたが、中部に新たにできていたであろう今ひとつの区の名称は特定できなかった。

12 Sach tren, tr.41. 

l3 Sach tren, tr.4 7. 

14 Quoc Hoi, Khoa Hop Thu IV Quoc Hoi Nuoc Viet Nam Dan Chu Cong Hoa 1955,（すなわち、

Khu Tu TriThai-Meoが設立される以前の資料）

15 古田元夫、前掲書、367頁。筆者は、第一次インドシナ戦争中の共産党地方組織の指導力を

考察するにあたって、行政単位別に整理しようと試みたが、ある特定の時期の支配地域を

整理して表にまとめられるだけの資料を収集できなかった。

16 ベトナムの現代史を「二段階革命論」を中心にまとめた概説書として白石昌也『ベトナム』

東京大学出版会、1992年がある。

17 Thong Tan Xa Viet-Nam Van Phong Chinh Phu, sach da dan, tr.59．本稿の表4では、1960年段

階では社の数は5,678あり、社に相当する行政単位である市鎮の数61を含めると社レベル

の行政単位数は5,739ある。土地改革後に社レベルの行政単位数が増えていたとしても、

55年12月から56年7月までの時期が最も早いスピードで土地改革がすすめられたことは

確認できる。なお、土地改革が実施された時期に平野部(DongBang)、中原部(TrungDu)、

山岳部(MienNui)にそれぞれいくつの社が存在したのかは不明である。白石によれば、

土地改革は総計で「3,314カ村」に及んだ。白石、上掲書、51頁。また、古田によれば、53年

から56年当時「越北連区」には「1,908村」があったようである。古田、上掲書、405頁。白石、

古田の言う「村」がXaを意味するのであれば、本稿の表4と比較することによって、56年
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から60年までの社レベルにおける行政単位数の変化がある程度判明するであろう。

18 Sach tren, tr.60. 

19 Uy Ban Khoa Hoc Xa Hoi Viet Nam Vien Luat Hoc, So Thao Lich Su Nha Nuoc Va Phap Luat 

Viet Nam, Nha Xuat Bsn Khoa Hoc Xa Hoi, 1983,tr.128白石によれば、人民評議会選挙は全国

一斉に行われなかったという。白石、上掲書、66頁。従って、S8年に連区レベルの行政委

員会が廃止されることになったが、実際の廃止はS9年末まで待たなければならなかった

のかもしれない。

20 Sach tren, tr.128. 

21 拙稿「ヴェトナムにおける少数民族政策ー『自治区』の設立と廃止を中心として一」r現代
アジアにおける地域政治の諸相』、大阪外国語大学アジア研究会、1984年、74頁を参照され

たい。

22 Van Phong Uy Ban Thuong Vu Quoc Hoi, Nha Nuoc Viet Nam Dan Chu Cong Hoa, Ha Noi, 1976. 

tr. 62．統計資料などを見ると、60年の段階では明記されていなかったLaiChau省、 SonLa 

省、 NghiaLo省が64年段階ではタイバック自治区を構成する省として明記されているの

は、この決議によるものではないかと考えられる。また、60年段階の行政単位を示す資料

を見るとタイ・メオ自治区の中にChauTu Tri（自治州）が2ヶ所、すなわち TuaChuaと

Mu Cang Chaiがあることが明記され、州が県、郡レベルに準ずる行政単位であることが

示唆されている。これは、46年憲法、60年憲法にも明記されていない「州」という行政単位

の存在を示すものであるが、 60年憲法で言う「自治区の行政単位は法の定めによる」 (78

条）という規定を適用した結果であろう。

23 拙稿「ヴェトナムにおける少数民族政策—『自治区』の設立と廃止を中心として一」，前掲

論文、7S頁を参照されたい。．

24 古田、前掲書、408-409頁、および、拙稿「ヴェトナムにおける少数民族政策ー『自治区』の

設立と廃止を中心として一」，前掲論文を参照されたい。

2S S3年からS7年7月までは「土地小作料引き下げ運動」や「土地改革」がベトナムの農村各地

で実施された。そこで主導的な役割を果たしたのは、前者では、農村外部から派遣された

主として党員で構成される工作隊と、それによって組織される農村内部の農会であり、後

者では、それに加えて中央、連区、省レベルに設置された土地改革委員会であった。上記

の政策実施過程においては当時の行政委員会はむしろ批判の対象になり、実質的な機能

を果たせなかったと言えよう。白石、上掲書4S-S4頁。

26 本稿では土地改革が20省2都市で実施されたと述べたが、その行政単位名の特定には至

らなかった。

27 Van Phong Uy Ban Thuong Vu Quoc Hoi, sach da dan, Ha Noi,1976.tr. 61. 

28 Sach tren, tr.62. なお、行政委員会は、その後、76年7月に開催された第6期第1次国会の

決議に基づき、人民委員会(UyBan Nhan Dan)と改称された。拙稿「ヴェトナムの人民評

議会代表選挙法（翻訳）ー1961年の選挙法と1983年の選挙法」『学報』第6S号、大阪外国語大

学、 1984年、87頁。

29 Thong Tan Xa Viet-Nam Van Phong Chinh Phu, sach da dan, tr.72 va tr. 73. 
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30 Sach tren, tr. 73. 

31 Sach tren, tr. 72. 

32 Sach tren, tr. 79. 

33 Nhutren. 

34 Uy Ban Khoa Hoc Xa Hoi Viet Nam Vien Luat Hoc, sach da dan,tr.136.ちなみに、県レベルに

ついては、地方工業がまだ発展し始めたばかりで、その殆どを省レベルで直接管理してい

たこと、省の予算や経済管理能力をもつ幹部が少なかったことなどから、この時期には予

算・計画単位とは認められなかった。

35 戦争を背景にして、この時期には地方分権化（中央の地方への権限移譲）が進んだと言わ

れている。白石、上掲書、91頁などを参照

36 この当時の移住政策については村野勉「北ベトナムにおける国内移住計画 ー第1次5ヶ

年計画期(1961-65年）ー」『アジア経済』第20巻第3号、1979年が詳しい。本稿での記述も

上記の論文に依拠した。

37 このあたりの事情については差し当たり『裏切られた革命』を参照されたい。

38 Uy Ban Khoa Hoc Xa Hoi Viet Nam Vien Luat Hoc, sach da dan,tr.118 

39 Sach tren.tr,119. 

40 Sach tren.tr,180. 

41 Nhu tren. 

42 Sach tren.tr,191. 

43 高田洋子の教示によれば、ベトナム共和国のゴ・ディン・ジエム政権の下では社レベル

の強力な統合が進められていたようであり、確認はしていないが1,600社という数字もお

かしくないとのことであった。

44 75年時点では、ホンクアン区はすでにハイニン省と合併してクアンニン省になっていた。9

45 Van Phong Uy Ban Thuong Vu Quoc Hoi, sach da dan, Ha Noi,1976。

46 Thong Tan Xa Viet-Nam Van Phong Chinh Phu, sach da dan, tr.I 00 va tr.10 I. 

41 Sach tren, tr.133 va tr.136. 

48 Hoc Tap,1-1916,tr.65. 

49 Thong Tan Xa Viet-Nam Van Phong Chinh Phu, sach da dan, tr.100 va tr.138. 

50 古田元夫、前掲書、514-515頁。

51 ここでは、ビンチティエン省について77年時点の単位数ではなく、64年のクアンビン省の

単位数6を使っている。

52 Hoc Tap,1-1916,tr.65. 

53 Thong Tan Xa Viet-Nam Van Phong Chinh Phu, sach da dan, tr.100 va tr.141. 

54 Nhan Dan, 31-5-1991,tr.1. Thong Tan Xa Viet-Nam Van Phong Chinh Phu, sach da dan, tr.146)。

55 第二次五カ年計画では、全国で400万人の移住が予定され、北ベトナムの紅河デルタから

は150万人の移住が予定されていた。その内訳は北部の山岳部・中高部へ30万人、メコン

デルタとタイグエン地方へ120万人移住させると言うものであった。江橋正彦、山田康博

『新生ベトナムの経済』日本貿易振興会、1978年、80頁。タイグエン地方については77年か
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ら80年までの4年間に20万の移住が計画されていたようである。拙稿「ヴェトナムにお

ける少数民族政策ー『自治区』の設立と廃止を中心として一」、84頁。

56 Luat Hoc,4-1980.tr.56-57. 

57 Hien Phap Nuoc Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam 1992,Nha Xuat Ban Chinh Tri Quoc Gia, 

1993,tr.6 l.) 

58 92年憲法で「法律の規定による」と表記されたのは、当時、原レペルのあり方についての議

論があり、92年憲法制定時にはその結論を先延ししたことによる。詳しくは、拙稿「「ドイ

モイ下における国家機構の再編ー92年憲法体制の形成過程を中心に一」

三尾忠志編『ポスト冷戦のインドシナ』日本国際問題研究所、1993年、を参照されたい。

59 白石、前掲書、 137-137頁、を参照。

60 Nhan Dan, 1-7-1989,tr.4. 

61 Nhan Dan, 14-8-1991,tr.l va tr.4. 

別の資料では上記のDanPhuoc県がDanPhuong県、BanVien県がBaVi県、 ThanhThat 

県がThachThat県となっている。 ThongTan Xa Viet-Nam Van Phong Chinh Phu,sach da dan, 

tr.171. 

62 Thong Tan Xa Viet-Nam Van Phong Chinh Phu, sach da dan, tr. I 71. 

63 Nhan Dan, 6-11-1996,tr.4. 

64 Tong Cuc Thong Ke, Danh Muc Cac Don Vi Hanh Chinh Viet Nam,Nha Xuat Ban Thong Ke, 

1994,tr.18-19. Tong Cuc Thong Ke, Danh Muc Cac Don Vi Hanh Chinh Viet Nam,NhaXuat Ban 

Thong Ke,1998.tr.25. 

65 Nhu tren. 

66 詳しくは、拙稿「ドイモイ下における国家機構の再編ー92年憲法体制の形成過程を中心

に一」三尾忠志編『ポスト冷戦のインドシナ』、日本国際問題研究所、1993年、を参照された

し~.

67 『メコン・デルタ農業開拓の史的研究』（文部省科学研究報告書：研究代表者：高田洋子、

メコン通信No.6、)2000年、は上記の各省における行政単位の減少という問題に触れては

いないが、筆者にとっては様々な示唆に富む情報を与えてくれたメコンデルタについて

の有益な調査報告書であった。

68 「ベトナム統一後の行政区分の変化 ー省・県レベルを中心に一」という資料を近く公刊

する予定である。

69 この点に関しては、白石昌也編著『ベトナムの国家機構』明石書店、2000年、が極めて有益

な情報を提供している。
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The leadership of the Communist Party's branches at local 

and grass-roots levels 

-An analysis of the change in the number of the 

administrative divisions -
GOTO, Fumio 

In Vietnam, People's Council is set up at each administrative division in local and 

grass-roots levels. The election of the members of People's Council has been carried out 

under the strong control of the Party's branches. Therefore, an increase in the number of the 

administrative divisions means an increase in the number of People's Councils. At the same 

time, it means the strengthening of the leadership of Party's branches among the masses in 

local and grass-roots levels. However, the number of the administrative divisions has not 

always increased. In fact, the number of them often decreased. In these cases, it is not 

always correct to assess that they means the wealcening of the leadership of Party's branches 

among the masses. Especially at a local level (province and district levels), the policies of 

the Party at a central level may cause these changes. 

With an aim to consider the meanings of the changes mentioned above, the present 

author analyzed the changes seen mainly from 1960 to 1998 in the leadership of the Party's 

branches at local and grass-roots levels in seven Vietnamese regions. The leadership of the 

Party's branches here has two meanings ; one is the ability to lead in organizing People's 

Councils, which means the leadership of Party's branches among the masses. The other is 

the leadership of Party's branches toward Party organizations at a central level on the 

matters that are concerned with local and grass-roots levels. At a province level, the author 

analyzed the second meaning, while at a district level, analyzed the both the first and the 

second meanings, and at a commune level, the same author analyzed the first meaning 

mainly. 
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